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国
税
不
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判
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〇
六
四
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）

そ
の
制
定
過
程
と
現
状

木

村

弘

之

亮

　　　第　　　第
第第第二第第第一・
三二一章三二：一章
節節節　節節節

　
一

　
二

　
三

　
四

第
四
節

問
　
題
提
起

　
は
　
じ
　
め
　
に

　
通
達
拘
束
の
具
体
例

　
統
計
数
値
に
み
る
国
税
審
判
所
制
度
の
意
義

国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
創
設
経
緯

　
現
状
の
協
議
団
制
度
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
相
違

　
日
税
連
の
代
替
案
（
昭
和
三
四
・
五
年
期
）
…

昭
和
三
七
年
改
正
の
国
税
通
則
法
と
そ
の
小
委
員
会

年
期
）

国
税
通
則
法
小
委
員
会

国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申

日
税
連
の
反
応

国
税
通
則
法
の
改
正

代
替
案
の
再
燃
（
昭
和
三
九
～
四
二
年
期
）

…
・
（
以
上
前
号
掲
載
）

　
　
（
昭
和
三
五
～
七

　
　
唄
　
　
税
理
会
の
税
制
改
正
要
望

　
　
二
　
　
租
税
裁
判
所
の
横
山
構
想

　
　
三
　
　
民
　
社
　
党
　
案

　
　
四
　
　
日
税
連
の
中
間
意
見
書

　
第
五
節
　
横
山
試
案
・
国
税
審
判
法
案
と
そ
の
反
響
（
昭
和
四
三
年
期
）

　
　
一
　
　
横
　
山
　
試
　
案

　
　
二
　
　
国
税
不
服
審
判
法
案

　
　
三
　
　
日
弁
連
の
反
対
意
見

　
　
四
　
　
政
　
治
　
情
　
勢
…
…
…
（
以
上
本
号
掲
載
）

　
第
六
節
　
税
制
簡
素
化
第
三
次
答
申
を
め
ぐ
っ
て
…
…
…
（
以
下
次
回
掲
載
）

　
第
七
節
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
成
立

第
三
章
　
総
　
　
　
括

第
四
章
　
固
有
裁
決
権
説
の
復
権



第
三
節
　
昭
和
三
七
年
改
正
の
国
税
通
則
法
と
そ
の
小
委
員
会

一
　
総
理
府
の
附
属
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
税
制
調
査
会
」
は
、
税
制
一
般
部
会
に
お
い
て
国
税
通
則
法
の
調
査
審
議
を
お
こ
な
う
こ
と
に

な
つ
た
が
、
問
題
が
専
門
的
・
技
術
的
で
あ
り
か
つ
精
密
な
検
討
を
必
要
と
し
た
の
で
、
さ
ら
に
国
税
通
則
法
小
委
員
会
を
設
け
昭
和
三
五
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

月
二
九
日
よ
り
別
途
審
議
を
は
じ
め
た
。
当
小
委
員
会
の
委
員
長
に
松
宮
隆
氏
（
税
理
士
、
弁
護
士
、
目
税
連
会
長
，
当
時
）
が
就
任
さ
れ
て
い
る
。

　
松
宮
氏
は
、
先
に
紹
介
し
た
二
月
案
を
昭
和
三
五
年
一
｝
月
一
九
日
の
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
〇
回
総
会
に
お
い
て
少
し
く
主
張
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

が
、
議
論
の
主
た
る
対
象
を
通
達
の
拘
束
性
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
当
日
の
審
議
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
松
宮
「
私
個
人
の
考
え
方
で
す
け
れ
ど
も
、
独
立
と
い
う
こ
と
の
ど
こ
に
一
体
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
通
達
に
縛
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
私

　
　
は
一
番
の
問
題
点
じ
や
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。
局
や
庁
の
管
轄
下
に
〔
協
議
団
が
〕
あ
る
間
は
、
や
は
り
庁
の
通
達
に
縛
ら
れ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
通
達
の
当
否
を
争
う
と
い
う
よ
う
な
事
件
の
場
合
に
お
い
て
は
〔
こ
の
よ
う
な
協
議
団
制
度
で
は
〕
意
味
は
な
い
の
じ
や
な
い
か
、
こ
う
い
う
ふ
う

　
　
に
私
は
考
え
る
の
で
す
が
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
は
非
常
に
〔
多
数
〕
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
」
（
以
下
、
こ
れ
を
松
宮
発
言
①
と
称
す
。
傍
点
ー
木
村
）

　
　
泉
〔
美
之
松
〕
「
た
だ
そ
れ
は
、
国
税
庁
が
出
し
て
い
る
通
達
の
当
否
を
争
う
に
は
、
行
政
機
関
で
や
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
」
「
一
た
ん
一
つ

　
　
の
行
政
機
構
で
あ
る
暦
税
応
廊
通
達
塾
出
ひ
で
い
b
や
駆
塾
、
価
み
存
政
騰
腸
熟
掛
瓢
ホ
b
に
幡
、
徐
政
騰
鱒
み
私
熟
邸
む
ず
か
ひ
い
み
じ
や
か
い
熟
ホ
か
。
」

　
　
（
以
下
、
こ
れ
を
泉
発
言
①
と
称
す
。
傍
点
i
木
村
）
中
略

　
　
松
宮
「
え
え
、
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
で
し
よ
う
が
ね
。
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ト
み
た
い
な
も
の
〔
た
と
え
ば
租
税
審
判
所
〕
を
、
特
別
行
政
裁
判
所
そ
の
も

　
　
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
司
法
裁
判
所
と
は
違
う
、
終
審
で
は
な
い
が
作
つ
て
、
そ
し
て
そ
こ
で
独
立
し
て
今
の
判
断
が
で
き
る
と
い
う
…
…
。
」
（
以
下
、
こ

　
　
れ
を
松
宮
発
言
②
と
称
す
）
中
略

　
　
田
中
〔
二
郎
〕
「
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ト
ま
で
持
つ
て
い
く
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
別
問
題
に
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
泉
さ
ん
の
お
つ
し
や
つ
た
、
行
政
機

　
　
関
と
し
て
通
達
を
無
視
す
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
お
考
え
で
す
ね
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
大
蔵
省
、
国
税
庁
を
通
じ
て
共
通
し
た
考
え
方
を
さ
れ
て

　
　
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
前
提
に
立
つ
て
、
か
り
に
協
議
団
と
い
う
も
の
を
設
け
る
に
し
て
も
、
そ
の
権
限
の
独
立
性
と
い
う
も
の
に
は

　
　
当
然
限
界
が
あ
る
と
い
う
お
考
え
に
な
つ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
私
は
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ト
ま
で
い
か
な
く
と
も
、
あ
る
独
立
性
を
持
つ
た
機

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
（
二
〇
六
五
）

47



　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
二
〇
六
六
）

碍
か
謎
捗
ひ
ど
い
弘
掛
合
に
、
税
決
み
執
行
ゆ
関
歩
ひ
通
愚
ど
い
弘
む
み
め
ゆ
勘
東
ぎ
ね
か
い
呑
、
独
島
み
見
恥
加
ひ
特
断
ホ
ひ
ど
い
弘
養
b
万
を
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ロ

は
十
分
可
能
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
結
局
そ
の
事
件
が
最
後
は
訴
訟
に
よ
つ
て
争
わ
れ
て
い
く
、
裁
判
所
は
通
達
に
は
拘
東
な
れ
な
い
で
そ
れ
を
判
断

し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
行
政
庁
の
中
で
も
、
そ
の
観
点
に
立
つ
て
判
断
す
る
独
立
性
を
持
つ
た
機
関
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
じ
や
な
い
か
と
い
う
意
見
は

十
分
尊
重
に
値
す
る
の
じ
や
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
中
略
、
私
は
協
議
団
と
い
う
制
度
を
現
在
の
ま
ま
で
維
持
す
る
か
、
そ
れ
と
も
も
う
少
し

そ
う
い
う
必
b
程
慶
み
独
立
愉
か
挿
駆
だ
騰
隣
応
蚕
呑
高
め
で
、
通
達
そ
の
も
の
に
拘
束
さ
れ
て
そ
の
具
体
的
な
運
用
を
誤
ま
つ
て
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
う

判
断
だ
け
で
な
し
に
、
通
達
そ
の
も
の
が
法
律
に
違
反
し
て
な
い
か
と
い
う
判
断
ま
で
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
際
一
つ
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
い
の

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
持
つ
の
で
す
が
ね
。
」
（
以
下
、
こ
れ
を
田
中
発
言
①
と
称
す
。
傍
点
1
木
村
）
中
略
。

志
場
〔
喜
徳
郎
〕
「
た
だ
そ
の
場
合
に
、
こ
の
前
申
し
た
こ
と
に
関
連
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
税
の
一
元
的
運
営
と
い
う
か
、
通
達
に
対
し
て
国
税
庁
側
が
不
服

が
あ
る
と
い
う
と
ぎ
に
は
、
そ
れ
を
ま
た
そ
の
行
政
機
関
を
被
告
と
し
て
訴
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
ね
。
そ
こ
が
つ
ま
り
大
蔵
大
臣
の
下
に
そ
れ
が
入
る

の
か
、
大
蔵
大
臣
の
外
に
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
Q
そ
う
し
ま
す
と
、
　
〔
そ
の
行
政
機
関
が
〕
第
三
者
〔
的
機
関
〕
に
な
れ
ば
、
そ
の
長
官

通
達
で
も
つ
て
考
え
て
い
る
こ
と
と
違
つ
た
裁
決
が
下
さ
れ
た
〔
と
ぎ
〕
。
こ
れ
は
ど
う
も
困
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
争
う
道
〔
で
国
税
庁
側
〕
が
、
ま
た

原
告
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
も
の
で
す
ね
。
そ
こ
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
ね
。
行
政
の
統
一
性
と
い
う
面
か
ら
考
え
ま
す
と
、
ど
う
も
そ
こ
を
考

え
る
の
で
す
。
」
中
略
。

石
井
〔
照
久
〕
「
今
の
通
達
の
問
題
で
す
が
、
ど
こ
ま
で
拘
束
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
大
蔵
省
の
下
に
附
属
機
関
が
あ
る
と
し
ま
す
と
ね
。
そ
れ

に
対
し
て
は
、
附
属
機
関
そ
の
も
の
の
技
術
的
な
運
営
の
面
だ
け
を
拘
束
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
法
律
的
な
内
容
の
判
断
の
も
の
は
拘
束
さ
れ
な
い
よ
う

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
ち
つ
と
も
か
ま
わ
な
い
、
で
き
る
と
私
は
思
つ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
た
そ
う
い
う
ふ
う
に
審
査
的
な
協
議
団
で
な
く
た
っ
て
、
純
粋
の

　
　
（
マ
マ
）

諮
問
機
間
だ
つ
て
、
そ
こ
で
あ
る
お
役
所
の
出
し
た
通
達
が
い
い
か
悪
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
批
判
し
て
意
見
を
出
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
拘
束
は
し
な

い
け
れ
ど
も
、
お
役
所
の
自
己
反
省
の
材
料
に
す
る
、
そ
れ
が
実
際
に
は
相
当
強
く
動
い
て
い
る
と
い
う
委
員
会
〔
た
と
え
ば
、
労
働
省
の
労
働
基
準
審
議

会
〕
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
よ
う
。
」
（
以
下
、
こ
れ
を
石
井
発
言
①
と
称
す
。
鯵
点
i
木
村
）

田
中
「
た
だ
、
従
来
の
協
議
団
で
す
と
、
こ
れ
も
国
税
庁
の
系
統
に
属
す
る
単
な
る
附
属
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
通
達
に
は
当
然
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
い

う
解
釈
で
全
体
を
運
用
さ
し
て
い
ま
す
か
ら
、
と
に
か
く
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
態
度
で
判
断
す
る
わ
け
で
す
ね
。
」
　
（
以
下
、
こ
れ
を
田
中
発
言
②
と
称

す
。
）

石
井
「
そ
こ
が
問
題
な
ん
で
す
が
ね
。
」
中
略
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泉
「
え
え
、
で
す
か
ら
そ
れ
〔
日
不
完
全
な
通
達
〕
は
〔
協
議
団
か
ら
〕
上
に
持
ち
上
げ
て
国
税
庁
ま
で
持
つ
て
く
る
わ
け
で
す
。
国
税
庁
ま
で
持
つ
て
こ
ら
れ

　
　
て
、
ど
う
も
今
ま
で
の
鼠
税
庁
の
通
達
で
は
こ
の
場
合
の
ケ
ー
ス
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
か
ら
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
は
通
達
を
直
す
か
ら
、

　
　
こ
の
件
は
直
す
よ
う
な
通
達
の
趣
旨
に
よ
つ
て
処
理
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
つ
て
や
つ
て
い
く
場
合
は
あ
り
ま
す
。
」
（
以
下
、
こ
れ
を
泉
発
言
②
と
称

　
　
す
。
）

　
右
の
審
議
過
程
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
日
税
連
租
税
制
度
調
査
委
員
会
の
提
案
し
た
「
租
税
審
判
所
」
若
し
く
は
タ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ト
の
構

想
（
参
照
、
松
宮
発
言
①
）
は
、
前
記
国
税
通
則
法
小
委
員
会
に
お
い
て
田
中
発
言
①
に
よ
つ
て
一
蹴
さ
れ
、
論
議
の
重
点
は
、
国
税
庁
長
官
通
達

の
協
議
団
に
対
す
る
拘
束
性
及
び
通
達
自
体
に
対
す
る
諮
問
委
員
会
の
設
置
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
泉
発
言
①
は
、
国
税
庁
の
発
し
た
通
達
を
批

判
す
る
に
は
、
行
政
機
関
以
外
の
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
原
則
論
を
表
明
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
田
中
発
言
②
に
よ
れ
ば
、
協
議
団
に
せ

よ
独
立
の
行
政
機
関
に
せ
よ
、
そ
れ
が
「
通
達
そ
の
も
の
が
法
律
に
違
反
し
て
な
い
か
と
い
う
判
断
」
を
な
レ
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
を
石
井
発
言
①
は
支
持
し
て
い
る
。
石
井
発
言
①
は
、
拘
束
さ
れ
ず
に
法
律
の
内
容
を
判
断
し
う
る
諮
問
機
関
を
設

置
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
、
泉
発
言
②
に
よ
り
、
　
「
不
完
全
な
通
達
に
対
す
る
国
税
庁
の
指
示
」
と
い
う
当
時
の
運
用
状
況
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
つ
づ
い
て
、
国
税
通
則
法
小
委
員
会
は
昭
和
三
五
年
一
一
月
二
六
日
に
第
二
一
回
総
会
を
開
催
し
、
次
の
よ
う
な
遣
取
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
松
宮
「
中
西
さ
ん
、
そ
う
す
る
と
〔
国
税
〕
庁
の
お
考
え
方
と
し
て
は
、
　
〔
協
議
団
制
度
に
つ
い
て
〕
現
状
の
ま
ま
で
い
き
た
い
と
い
う
お
考
え
で
し
よ
う

　
　
か
。
」

　
　
中
西
「
冠
略
、
組
織
と
し
て
は
現
状
の
ま
ま
で
、
運
営
に
あ
た
つ
て
は
協
議
団
の
意
見
と
い
う
も
の
と
、
主
管
部
の
意
見
、
こ
の
相
互
の
関
係
を
ど
う
す
る
か

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
当
初
か
ら
原
則
と
し
て
協
議
決
定
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
に
は
、
本
庁
に
上
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る

　
　
の
で
す
が
、
問
題
は
個
別
ケ
ー
ス
に
通
達
を
適
用
す
る
場
合
で
す
ね
Q
こ
の
場
合
に
、
は
た
し
て
そ
の
通
達
が
個
々
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め
て
、
真
に
妥
当
な

　
　
結
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
義
の
あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
本
庁
に
上
申
し
て
、
本
庁
の
決
定
を
待
つ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
た
し
て
い
る
わ
け
な
の
で

　
　
す
が
…
…
。
」
中
略

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
二
〇
六
七
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
東
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
（
二
〇
六
八
）

　
　
杉
本
〔
良
吉
、
法
務
省
訟
務
局
付
検
事
兼
民
事
局
参
事
官
“
当
時
〕
「
冠
略
、
大
体
今
中
西
さ
ん
の
お
つ
し
や
る
よ
う
な
方
向
と
い
う
も
の
が
一
番
現
実
性
も
あ

　
　
る
し
、
そ
れ
か
ら
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
感
じ
は
持
つ
わ
け
な
の
で
す
。
た
だ
〔
松
宮
〕
委
員
長
の
お
つ
し
や
つ
た
通
達
の
点
な
の
で
す
が
、
通
達

　
　
に
っ
い
て
何
か
争
う
手
段
を
認
め
て
く
れ
、
通
達
が
そ
も
そ
も
こ
れ
は
問
題
だ
と
い
う
点
か
ら
こ
の
問
題
が
出
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　
　
と
こ
ろ
が
通
達
に
つ
い
て
は
、
通
達
は
、
こ
れ
は
内
部
的
な
も
の
で
訴
訟
は
起
こ
せ
な
い
。
そ
う
す
る
と
ど
こ
へ
通
達
に
つ
い
て
不
平
を
持
つ
て
い
く
か
と
い

　
　
う
問
題
が
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
」
「
主
管
部
と
協
議
団
と
の
間
が
、
ど
う
も
協
議
団
の
方
が
少
し
弱
い
。
そ
う
し
て
審
査
係
と
い
う

　
　
の
で
す
か
、
審
査
部
と
い
う
の
で
す
か
、
あ
る
い
は
主
管
部
と
い
う
の
で
す
か
、
そ
の
方
が
口
を
は
さ
む
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る
。
協
議
団
と
い
い
な
が

　
　
ら
、
実
際
上
は
有
名
無
実
的
な
も
の
の
よ
う
に
外
観
的
に
は
思
わ
れ
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
二
重
構
造
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
解
消
す
る
か
と
い
う
こ

　
　
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
中
略
、
結
局
は
そ
れ
丁
協
議
団
〕
は
諮
問
機
関
で
す
か
ら
、
国
税
庁
長
官
が
最
終
的
に
は
決
断
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

　
　
け
れ
ど
も
、
審
査
部
の
方
が
ウ
ェ
ー
ト
が
強
過
ぎ
る
と
い
う
点
が
、
私
は
一
番
難
点
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
第
三
者

　
　
的
構
成
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
ま
で
考
え
る
必
要
は
、
私
は
な
い
の
じ
や
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
通
達
行
政
と
い

　
　
わ
れ
る
く
ら
い
通
達
が
必
要
な
税
務
行
政
に
お
い
て
、
こ
れ
は
絶
え
ず
上
の
方
で
把
握
し
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
通
達
に
縛
ら
れ
な
い
よ

　
　
弘
か
箏
∋
者
静
榔
応
ど
い
弘
b
O
が
必
ひ
ン
い
ど
幡
、
税
務
存
政
に
ど
駆
℃
か
沁
駆
も
塾
小
外
み
呑
ぱ
加
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
」
　
（
傍
点
ー
木

　
　
村
）

　
国
税
庁
側
の
中
西
氏
及
び
法
務
省
の
杉
本
氏
は
、
協
議
団
制
度
の
存
在
意
義
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
協
議
団
と
主
管
部
と
の
調
整
を
は
か
り
つ

つ
改
善
す
べ
し
と
主
張
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
杉
本
氏
は
、
通
達
が
不
可
欠
な
税
務
行
政
に
お
い
て
、
そ
の
通
達
に
縛
ら
れ
な
い
よ
う
な
第
三
者
的

構
成
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
態
度
を
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
〇
回
総
会
に
お
い
て
国
税
庁
長
官
通
達
の
協
議
団
に
対
す
る
拘
束
性
に
疑
義
を
呈
さ
れ
た
田
中
教
授
は
、
同
小
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

員
会
第
二
一
回
総
会
に
欠
席
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
折
に
、
杉
本
氏
の
右
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
さ
ら
に
審
議
は
左
記
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

　
　
杉
本
「
冠
略
、
解
釈
の
点
に
な
る
と
、
や
は
り
統
一
を
と
つ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
の
協
議
団
の
事
実
認
定
が
国
税
局
長

　
　
を
拘
束
し
て
し
ま
つ
て
は
困
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
略
、
一
方
の
協
議
団
の
方
は
事
実
認
定
を
や
る
の
だ
。
そ
れ
か
ら
い
わ
れ
る
審
査
部
と
い
う
の
で
す
か
、

jo



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娠
）

　
　
審
査
係
と
い
う
よ
う
な
主
務
官
庁
の
方
は
、
解
釈
の
面
を
や
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
内
部
的
に
分
割
は
で
ぎ
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
よ
う
か
。
」
中
略

　
　
杉
本
「
税
の
処
分
を
す
る
場
合
に
、
解
釈
と
事
実
認
定
と
は
つ
き
り
分
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
相
当
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
す
が
…
…
。
た
だ
そ
れ
に
し
て

　
　
も
、
「
協
議
団
の
議
を
経
て
」
と
い
う
ふ
う
な
表
現
で
な
く
て
、
協
議
団
の
認
定
し
た
課
税
標
準
に
基
づ
い
て
と
か
何
か
い
う
よ
う
な
こ
と
に
…
…
。
」
（
傍
点
－

　
　
木
村
）
中
略

　
　
荒
井
〔
勇
、
法
制
局
参
事
官
”
当
時
〕
「
課
税
標
準
の
中
に
は
、
事
実
と
、
法
規
を
適
用
し
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
と
い
う
、
法
規
解
釈
と
両
方
あ
る
ん
で
す

　
　
ね
」
中
略

　
　
荒
井
「
「
協
議
団
の
協
議
に
基
づ
い
て
」
と
書
け
れ
ば
、
一
番
杉
本
さ
ん
に
と
つ
て
御
満
足
の
い
く
状
態
だ
と
思
う
の
で
す
が
ね
。
事
実
だ
け
に
基
づ
か
な
い

　
　
で
、
全
部
基
づ
く
の
だ
と
い
う
、
こ
う
い
え
ば
…
…
。
」
（
傍
点
－
木
村
）

　
　
杉
本
「
そ
ん
な
気
持
な
ん
で
す
が
ね
。
」

　
杉
本
氏
は
、
租
税
法
令
の
一
般
的
な
解
釈
問
題
に
つ
い
て
は
主
務
官
庁
に
委
ね
て
行
政
上
統
一
を
は
か
る
べ
し
と
思
考
さ
れ
る
。
す
で
に
当

時
、
　
「
主
管
部
で
も
つ
て
解
釈
問
題
を
き
め
て
、
そ
れ
を
原
案
を
出
し
て
、
そ
れ
が
補
佐
を
し
て
〔
最
終
的
に
は
国
税
庁
長
官
が
〕
決
す
る
と
い

　
（
4
6
）

う
形
」
が
運
用
上
と
ら
れ
て
い
た
が
、
杉
本
氏
は
そ
の
運
用
方
法
を
是
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
協
議
団
は
具
体
の
事
案
に
お
い
て
も

租
税
法
令
を
積
極
的
に
解
釈
す
べ
き
で
な
い
、
と
氏
は
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
杉
本
氏
が
、
協
議
団
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
47
）

対
し
て
「
事
実
認
定
に
ま
で
、
な
お
調
査
を
し
ろ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
審
査
部
の
方
か
ら
い
う
」
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
税
庁
長
官
又
は

国
税
局
長
が
「
協
議
団
の
認
定
し
た
課
税
標
準
に
基
づ
い
て
」
裁
決
す
る
よ
う
法
改
正
を
す
べ
し
と
提
案
さ
れ
た
の
に
応
じ
て
、
荒
井
氏
は
「
協

議
団
の
協
議
に
基
づ
い
て
」
と
条
文
化
す
る
よ
う
代
替
案
を
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
代
替
案
は
ま
さ
に
前
記
の
三
月
案
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
代
替
案
な
い
し
三
月
案
が
、
後
に
、
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
三
七
年
四
月
改
正
の
国
税
通
則
法
第
八
三
条
の
規

定
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
4

　
次
に
、
通
達
自
体
に
対
す
る
諮
問
委
員
会
の
設
置
を
提
唱
さ
れ
た
石
井
教
授
は
、
同
小
委
員
会
第
二
一
回
総
会
に
欠
席
さ
れ
た
が
、
そ
の
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

に
、
以
下
の
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
（
二
〇
六
九
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
二
〇
七
〇
）

松
宮
「
法
律
問
題
な
ど
に
つ
い
て
民
間
の
学
識
経
験
者
を
入
れ
た
諮
間
機
関
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
を
置
く
こ
と
は
ど
う
か
」
中
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
ゾ

中
西
「
方
向
と
し
て
は
そ
う
い
う
方
向
が
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
感
じ
は
毛
頭
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
ま
で
の
事
案
で
ぎ
め
て
レ
ア
な
も
の

で
す
か
ら
、
あ
ま
り
実
感
と
し
て
今
ど
う
し
て
も
置
か
な
い
と
困
る
と
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、
そ
こ
ま
で
の
感
じ
は
実
は
持
つ
て
お
ら
な
い
の
で
す
。
」

松
宮
「
事
案
を
処
理
す
る
の
に
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
困
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
対
外
的
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
あ
り
ま
す
ね
。
」

志
場
「
か
え
つ
て
通
達
が
公
け
の
支
持
を
得
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
保
証
と
し
て
の
安
心
感
を
与
え
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
」

　
（
傍
点
ー
木
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

荒
井
「
冠
略
。
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
官
民
か
ら
選
ぽ
れ
た
者
の
意
見
を
関
い
て
、
国
税
庁
長
官
が
ぎ
め
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
保
証
が
あ
れ
ば
い
い
と

い
う
意
味
で
、
制
度
的
保
証
と
い
う
意
味
で
あ
つ
て
も
悪
く
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
」
中
略
「
冠
略
、
予
算
さ
え
取
れ
れ
ば
、
そ
う
い
う
民
間
の
学
識
経
験
者
を

国
税
庁
に
参
与
と
し
て
置
く
の
だ
。
特
に
重
要
な
通
達
の
改
正
を
や
る
と
か
、
重
要
な
争
訟
に
つ
い
て
の
法
律
問
題
が
起
こ
つ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、

事
実
上
そ
う
い
う
参
与
の
方
の
意
見
を
聞
き
ま
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
は
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
」
（
傍
点
r
木
村
）

松
宮
コ
つ
お
考
え
に
な
つ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
協
議
国
の
制
度
を
根
本
的
に
、
民
問
で
ぎ
や
あ
ぎ
や
あ
い
つ
て
い
る
と
い
う
の
を
、
そ
の

考
え
方
に
沿
つ
て
根
本
的
に
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
満
足
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
現
状
は
あ
ま
り
変
え
な
い
、
維
持
す
る
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
今
ま
で
の
よ
う
な
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
」

村
山
〔
達
雄
〕
　
「
今
松
宮
先
生
が
お
つ
し
や
る
の
は
、
庁
段
階
く
ら
い
の
…
…
。
」

　
松
宮
「
そ
う
。
ち
よ
つ
と
局
で
は
困
る
で
し
ょ
う
。
」
中
略

松
宮
「
実
際
に
そ
こ
へ
か
け
る
事
案
は
、
そ
う
な
く
た
つ
て
い
い
。
そ
れ
が
ま
た
多
く
て
、
と
て
も
大
へ
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
は
困
る
と
思
う
の
で
す

が
…
…
。
」
（
傍
点
ー
木
村
）
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重
要
な
通
達
の
改
正
あ
る
い
は
法
令
等
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
案
件
で
、
法
律
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
法
令
等
の
解
釈
に
つ
い
て
学

識
経
験
者
に
意
見
を
聞
く
た
め
、
事
実
上
の
制
度
と
し
て
参
与
を
設
け
る
提
案
が
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
第
一
に
協
議
団
が

独
立
機
関
と
し
て
法
令
の
解
釈
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
代
償
措
置
の
意
味
で
、
第
二
に
法
令
等
の
解
釈
に
つ
い
て
学
識
経
験
者
に
よ

る
お
墨
付
き
を
う
る
た
め
の
、
制
度
的
保
障
と
し
て
右
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
法
令
解
釈
権
は
、
国
税
庁



長
官
が
有
し
ヤ
参
与
及
び
務
議
団
に
委
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
α

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
静
）

　
そ
の
後
、
重
要
な
通
達
の
改
正
に
あ
た
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
積
極
・
消
極
論
が
で
て
い
る
。

　
　
田
中
「
冠
略
、
も
し
通
愚
か
ど
か
幽
ホ
笏
合
呑
輸
ひ
わ
め
か
匝
で
ぎ
め
都
の
だ
と
い
う
、
半
ば
公
式
の
も
の
と
し
て
重
要
案
件
を
こ
れ
に
か
け
る
の
だ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ハ

　
趣
旨
で
作
る
と
す
れ
ぽ
、
む
し
ろ
国
税
審
議
会
と
い
う
形
に
し
た
方
が
す
て
き
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
志
場
「
し
か
し
、
将
来
は
ど
こ
ま
で
い
く
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ
た
り
は
そ
う
い
う
当
該
決
定
に
対
し
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
御
意
見
を

　
伺
う
と
い
う
こ
と
が
主
体
だ
と
思
い
ま
す
。
中
略
、
今
の
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
（
傍
点
－
木
村
）
中
略

　
村
山
「
田
中
先
生
の
お
つ
し
や
つ
た
よ
う
な
線
で
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
国
税
庁
と
も
よ
く
打
ち
合
わ
せ
て
み
ま
す
。
」

　
田
中
教
授
は
、
独
立
行
政
機
関
の
性
格
を
有
す
る
国
税
審
議
会
を
創
設
し
て
、
重
要
な
通
達
を
出
す
場
合
に
こ
れ
を
国
税
審
議
会
に
か
け
て
ぎ

め
る
こ
と
（
規
則
制
定
手
続
）
を
主
張
さ
れ
、
か
ね
て
の
石
井
教
授
の
提
案
を
支
持
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
志
場
氏
は
、
個
別

の
審
査
請
求
事
件
の
決
定
に
対
し
国
税
庁
長
官
が
法
令
解
釈
の
指
示
を
与
え
る
に
あ
た
つ
て
参
与
の
意
見
を
聴
く
に
止
め
る
よ
う
代
替
案
を
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
法
令
の
解
釈
権
は
国
税
庁
長
官
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
国
税
審
議
会
若
し
く
は
参
与
の
構
想
は
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
創
設
に
あ
た
り
国
税
審
査
会
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
く
。
が
、
そ

の
制
度
が
、
志
馬
氏
の
代
替
案
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
国
税
庁
長
官
は
、
一
に
、
行
政
組
織
内
部
に

お
い
て
排
他
的
な
法
令
解
釈
権
を
有
す
る
か
否
か
、
二
に
、
固
有
の
裁
決
権
を
有
し
留
保
付
で
国
税
不
服
審
判
所
長
に
委
任
し
て
い
る
の
か
、
あ

る
い
は
本
来
組
織
法
上
裁
決
権
を
有
し
な
い
か
否
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
詳
説
す
る
。

　
税
制
調
査
会
の
国
税
通
則
法
小
委
員
会
に
お
け
る
審
議
過
程
の
考
察
か
ら
、
次
の
諸
点
を
摘
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
松
宮
氏
は
、

右
小
委
員
会
に
お
い
て
日
税
連
の
利
益
代
弁
者
と
し
て
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
し
え
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
税
連
は
税
理
士
の
職
域
拡
充
と

の
阻
連
に
お
い
て
協
議
団
制
度
の
改
組
す
な
わ
ち
租
税
審
判
所
の
設
置
を
提
唱
し
て
い
た
が
（
参
照
、
代
理
権
調
査
答
申
、
二
月
案
）
、
こ
の
提
唱
は

答
申
に
盛
り
込
ま
れ
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
日
税
連
租
税
制
度
調
査
会
で
の
非
主
流
的
見
解
、
三
月
案
が
、
結
果
的
に
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
東
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
（
二
〇
七
一
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
（
二
〇
七
二
）

こ
の
三
月
案
は
税
理
士
界
の
関
心
事
で
あ
る
職
域
拡
充
に
資
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
日
税
連
租
税
調
査
委
員
会
に
お
け
る
自
由
な

諸
提
案
ー
そ
れ
自
体
は
民
主
主
義
の
発
露
で
あ
る
ー
が
、
圧
力
団
体
た
る
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
意
思
統
一
を
分
断
し
、
利
益
代
弁
者

（
こ
こ
で
は
松
宮
隆
氏
）
が
そ
の
母
集
団
の
統
一
意
思
を
携
え
ず
に
立
法
過
程
（
こ
こ
で
は
国
税
通
則
法
小
委
員
会
）
に
臨
ま
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
政

府
当
局
が
日
税
連
の
非
主
流
派
的
提
案
（
三
月
案
）
に
乗
じ
て
日
税
連
の
主
流
派
的
見
解
（
二
月
案
）
を
粉
砕
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
容
易

に
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
田
中
二
郎
、
石
井
照
久
の
両
教
授
が
、
利
益
代
弁
者
で
な
く
第
三
者
の
立
場
か
ら
、
協
議
団
制
度
の
代
替
制
度
よ
り
む
し
ろ
協
議
団

の
国
税
庁
長
官
通
達
に
対
す
る
拘
束
性
か
ら
の
独
立
性
及
び
法
令
解
釈
の
た
め
の
諮
問
機
関
の
設
置
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
両
教
授
が
何

故
か
そ
ろ
つ
て
欠
席
さ
れ
た
第
二
一
回
総
会
に
お
い
て
、
政
府
当
局
者
が
、
完
全
に
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
と
り
従
来
の
協
議
団
制
度
の
手
直
し
的

運
用
論
に
審
議
の
的
を
絞
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
杉
本
良
吉
氏
が
演
じ
た
役
割
は
、
政
府
当
局
者
の
交
渉
テ

ク
ニ
ッ
ク
の
巧
妙
さ
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
三
に
、
小
委
員
会
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
税
理
士
の
職
域
拡
充
と
い
う
本
音
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
納
税
者
の
救
済
と
い
う
建
前
論
が
利
益
代

弁
者
、
政
府
当
局
者
及
び
学
者
に
よ
つ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
度
改
革
論
の
真
の
動
機
を
探
求
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
唆
し

て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

　
第
四
に
、
裁
決
権
は
と
も
か
く
と
し
て
、
法
令
解
釈
権
が
行
政
組
織
内
部
に
お
い
て
排
他
的
に
国
税
庁
長
官
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
。

二
　
以
上
に
み
た
国
税
通
則
法
小
委
員
会
の
見
解
は
、
昭
和
三
六
年
七
月
五
目
の
「
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
（
税
制
調
査
会
第
二
次
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

申
）
」
に
左
記
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
協
議
団
の
制
度
は
、
中
略
、
事
案
の
公
平
な
審
理
を
図
る
の
に
妥
当
な
制
度
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
引
き
続
ぎ
維
持
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
そ

　
　
の
設
立
の
本
旨
に
か
ん
が
み
、
そ
の
第
三
者
曲
性
格
を
制
度
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
事
務
運
営
の
能
率
化
の
要
請
を
も
勘
案
し
、
協
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議
団
制
度
に
つ
き
次
の
よ
う
な
改
正
を
行
な
い
、
そ
の
円
滑
適
正
な
運
営
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
52
）

　
　
1
　
協
議
団
の
名
称
を
た
と
え
ば
「
国
税
審
査
団
」
と
い
う
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
2
　
現
行
規
定
で
は
、
審
査
の
裁
決
は
、
　
「
協
議
団
の
協
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
税
審
査
団
の
審
査
意
見
を
尊
重
す
る
趣
旨
が

　
　
『
層
明
ら
か
に
な
る
よ
う
規
定
の
仕
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
3
　
国
税
審
査
団
に
よ
る
審
査
請
求
の
審
理
に
お
い
て
、
法
令
等
の
解
釈
に
つ
き
疑
義
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
国
税
庁
長
官
の
判
断
を
求
め
る
こ

　
　
と
と
す
べ
き
旨
を
法
令
上
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
Q

　
　
4
　
上
記
3
の
法
令
等
の
解
釈
に
関
す
る
事
案
の
審
査
等
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
公
正
な
判
断
と
意
見
を
求
め
る
た
め
、
国
税
庁
に
学
識
経
験
者
等
か
ら
な
る

　
　
参
与
を
置
く
も
の
と
す
る
。

　
　
5
　
国
税
審
査
団
は
、
従
来
の
協
議
団
と
同
様
に
、
国
税
庁
及
び
各
国
税
局
の
附
属
機
関
と
し
て
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
」

　
国
税
審
査
団
は
、
具
体
の
事
件
に
お
い
て
法
令
の
通
達
解
釈
に
疑
問
を
懐
い
た
場
合
に
も
自
か
ら
通
達
に
束
縛
さ
れ
ず
に
法
令
を
解
釈
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
国
税
庁
長
官
の
み
が
法
令
の
解
釈
権
を
有
す
る
の
で
、
国
税
審
査
団
は
、
長
官
の
判
断
を
求
め
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
と
異
な

り
、
法
令
に
明
記
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
国
税
庁
長
官
は
参
与
に
意
見
を
聞
く
。
な
お
、
こ
こ
で
は
国
税
審
判
団
は
、
当
時
裁
決

権
を
有
さ
な
い
こ
と
が
、
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
さ
ら
に
、
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
税
制
調
査
会
第
二
次
答
申
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
こ
れ
ら
の
案
の
概
要
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
検
討
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
ω
　
協
議
団
を
執
行
系
統
外
に
位
置
す
る
独
立
の
裁
決
機
関
と
す
る
案
丁
日
税
連
租
税
制
度
調
査
委
員
会
二
月
案
〕
　
〔
そ
の
概
要
、
略
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
　
　
こ
の
案
は
、
裁
決
の
公
正
を
期
待
で
き
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
利
点
が
あ
る
。
他
方
、
裁
決
が
区
々
に
わ
た
り
行
政
の
統
一
的
運
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
虞
れ
が
あ
る
点
に
欠
点
が
あ
る
。
特
に
税
務
争
訟
に
お
い
て
は
大
量
的
、
回
帰
的
処
分
で
あ
る
課
税
処
分
に
対
し
て
さ
れ
る
も
の
の
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
い
だ
け

　
　
に
、
こ
の
欠
陥
は
致
命
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な
裁
決
庁
は
地
域
的
に
分
散
し
て
設
置
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
税

　
　
務
争
訟
件
数
の
大
ぎ
さ
か
ら
み
て
、
全
国
で
一
の
裁
決
庁
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
り
、
ま
た
巡
回
裁
決
の
構
想
も
現
実
的
で
は
な
い
。
）
そ
う
な
る
と
、
そ
れ

　
　
ら
の
裁
決
庁
が
下
級
の
争
訟
段
階
で
独
立
し
て
異
な
つ
た
裁
決
を
与
え
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
上
記
の
こ
と
は
容
易
に
う
な
づ
け
る
で
あ
ろ
う
◎

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
二
〇
七
三
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
（
二
〇
七
四
）

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

し
か
も
、
こ
の
裁
決
が
執
行
機
関
の
意
図
に
反
し
て
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
執
行
機
関
側
か
ら
の
不
服
申
立
て
又
は
出
訴
の
み
ち
を
ど
の
よ
う
に
開
く
か
に

っ
い
て
も
、
種
種
法
律
的
に
難
点
が
存
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
案
を
極
端
に
押
し
進
め
る
と
租
税
裁
判
所
の
構
想
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
租
税
裁
判
所
が
も
つ
長
所
と
短
所
も
、
結
局
上
記
の
そ
れ
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
o

③
協
議
団
の
独
立
性
を
維
持
し
つ
つ
内
部
部
局
と
す
る
案
丁
杉
本
案
〕
　
こ
の
案
は
、
協
議
団
を
執
行
機
関
内
の
一
部
局
と
し
、
も
つ
ば
ら
審
査
を
つ
か
さ

ど
る
審
査
部
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
案
は
、
現
行
の
協
議
団
が
国
税
庁
又
は
国
税
局
の
附
属
機
関
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
対
し
、
こ
れ
を
内
部
部
局
と
し
て
む
し
ろ
主
管
部
と
対
等
の
立
場
に

お
く
こ
と
に
よ
り
、
協
議
団
の
地
位
を
高
め
、
欠
陥
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
案
の
な
か
に
も
現
行
の
国
税
局
附
属
の
協
議
団
を
そ
の
国
税

局
内
の
部
局
と
す
る
案
と
、
協
議
団
を
国
税
庁
の
内
部
部
局
と
し
、
そ
の
支
分
部
局
を
各
国
税
局
ご
と
に
設
け
、
こ
れ
と
国
税
局
と
を
対
立
さ
せ
よ
う
と
す
る

案
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
は
、
現
行
の
協
議
団
の
第
三
者
的
性
格
を
一
層
後
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
検
討
の
対
象
と
な

り
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
後
者
の
案
の
具
体
的
構
想
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
国
税
庁
及
び
国
税
局
の
附
属
機
関
と
し
て
の
協
議
団
制
度
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代

え
て
、
国
税
庁
の
内
部
部
局
と
し
て
審
査
部
（
仮
称
）
を
設
け
、
そ
の
支
部
を
各
国
税
局
に
置
く
。
そ
う
L
て
各
支
部
は
国
税
庁
の
直
轄
下
に
あ
り
、
支
部
長

は
、
国
税
局
長
か
ら
独
立
し
た
地
位
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
、
執
行
面
と
の
調
整
を
図
る
た
め
、
支
部
長
に
各
国
税
局
の
次
長
を
兼
任
さ
せ
、
執
行
面
に
も
た

ず
さ
わ
ら
せ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
案
は
、
審
査
部
と
主
管
部
と
の
意
見
の
対
立
を
支
部
長
と
国
税
局
長
と
の
関
係
と
し
、
両
者
間
の
意
見
の
調
整
を
高
次
な
面
で
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
支
部
長
（
兼
次
長
）
の
権
限
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
等
組
織
上
種
種
の
難
点
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

㈹
　
協
議
団
を
附
属
機
関
と
す
る
案
丁
政
府
当
局
案
〕
　
こ
の
案
は
現
行
制
度
が
骨
子
と
な
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
制
度
を
土
台
に
し
て
改
善
の
方

策
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
つ
の
案
と
し
て
、
協
議
団
を
附
属
機
関
の
ま
ま
裁
決
庁
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
行
政
組
織
法
と
の
調
整
の
問
題
を
生

ず
る
。
同
法
第
八
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
附
属
機
関
は
、
通
常
諮
問
的
又
は
調
査
的
な
審
議
会
や
試
験
所
、
研
究
所
な
い
し
は
医
療
施
設
等
に
限
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
結
局
現
行
の
よ
う
に
諮
問
機
関
の
ま
ま
と
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
ほ
か
な
く
な
る
。

　
上
記
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
、
結
局
協
議
団
は
、
現
行
ど
お
り
諮
問
機
関
と
し
て
存
置
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
問
題
は
、
協
議
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団
制
度
の
具
体
的
運
用
面
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、
協
議
団
と
主
管
部
と
の
間
の
意
見
の
調
整
を
ど
の
よ
う
に
図
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
協
議
団
に

第
三
者
的
性
格
を
も
た
せ
な
が
ら
全
体
と
し
て
の
行
政
の
統
一
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
留
意
し
つ
つ
、
改
善
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
考

え
た
。
」
（
傍
点
ー
木
村
）

　
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
　
「
租
織
的
に
は
現
行
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
協
議
団
の
強
化
充
実
を
図
り
、
こ
れ
に
で
き
る
だ
け
第
三
者
的
性
格
を
も

た
せ
る
よ
う
人
事
そ
の
他
運
営
の
面
に
お
い
て
国
税
庁
当
局
が
一
層
の
配
慮
を
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
次
に
、
協
議
団
は
引
き
続
ぎ
附
属
機
関
と
す
る
が
、

実
質
的
に
協
議
団
の
協
議
決
定
に
基
づ
い
て
審
査
の
裁
決
が
さ
れ
る
べ
き
趣
旨
が
一
層
明
ら
か
と
な
る
よ
う
、
現
行
法
律
規
定
の
「
協
議
団
の
協
議
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
の
改
善
に
つ
い
て
今
後
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
」

　
次
に
、
通
達
の
審
理
に
つ
い
て
、
「
遜
愚
瓜
国
称
応
長
杯
応
お
鄭
ぞ
み
下
部
機
関
偽
朴
ひ
示
瀞
ぎ
わ
ひ
輸
み
呑
み
ひ
限
鄭
、
層
税
浄
長
宙
に
属
ナ
b
協
議
阻

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
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ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
ま
た
当
然
長
官
の
通
達
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
協
議
団
の
協
議
決
定
に
お
い
て
、
こ
れ
に
審
理
を
加
え
て
通
達
を
否
定
す
る
こ
と
が

許
さ
お
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
せ
つ
か
く
第
三
者
的
性
格
を
も
つ
協
議
団
の
協
議
決
定
を
経
さ
せ
る
こ
と
と
し
な
が
ら
、
上
記
の
　
〔
”
通

達
の
あ
る
内
容
が
現
状
に
適
せ
ず
違
法
又
は
不
当
と
み
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
処
分
に
つ
ぎ
納
税
者
が
不
服
を
申
し
立
て
た

と
き
に
、
行
政
不
服
審
査
手
続
に
ょ
る
救
済
を
得
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
〕
問
題
に
つ
い
て
全
く
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ

と
は
適
当
で
な
い
の
で
、
こ
れ
に
つ
ぎ
な
ん
ら
か
の
改
善
策
を
考
慮
す
る
必
要
を
認
め
た
。
」

　
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
　
「
審
査
請
求
事
案
を
審
理
し
協
議
決
定
を
行
な
う
に
際
し
、
通
達
の
解
釈
適
用
に
つ
き
疑
義
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
自
己
の
意
見
を

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
へ
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三

付
し
て
す
み
や
か
に
事
案
を
国
税
庁
に
上
申
し
て
判
断
を
求
め
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
を
た
ん
に
内
部
手
続
と
し
て
で
行
な
う
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
ら
ず
、
法
令
上
に
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
法
令
等
の
解
釈
に
つ
い
て
第
三
老
の
公
正
な
判
断
と
意
見
を

求
め
る
た
め
、
国
税
庁
に
民
間
の
学
識
経
験
者
等
が
、
顧
問
等
と
し
て
参
与
し
う
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
な
お
、
上
記
の
よ
う
に
協
議
団
が
内
部
的
に
充
実
さ
れ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
現
在
の
国
税
庁
協
議
団
又
は
国
税
局
協
議
団
と
い
う
名
称
が
そ
の
性
格
を

明
確
に
表
示
し
て
な
い
と
思
わ
れ
る
点
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
国
税
審
査
団
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（
傍
点
ー
木
村
）

　
協
議
団
は
、
国
税
庁
の
下
部
機
関
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
国
税
庁
長
官
の
通
達
に
拘
束
さ
れ
、
通
達
を
審
査
す
る
権
限
を
も
た
な
い
。
国
税
庁

の
行
政
組
織
内
部
に
お
け
る
法
令
の
解
釈
権
は
排
他
的
に
国
税
庁
長
官
に
専
属
す
る
。
協
議
団
は
、
　
「
通
達
の
解
釈
適
用
に
つ
ぎ
疑
義
を
生
じ
た

場
合
に
は
、
自
己
の
意
見
を
付
し
て
す
み
や
か
に
事
案
を
国
税
庁
長
官
に
上
申
し
て
判
断
を
求
め
」
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
令
解
釈
権
が
国
税
庁

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
二
〇
七
五
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
二
〇
七
六
）

長
官
に
排
他
的
に
属
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
弊
害
を
防
止
し
、
　
「
第
三
者
の
公
正
な
判
断
と
意
見
を
求
め
る
た
め
、
」
参
与
の
制
度
が
お
か
れ
て
い

る
。
長
官
の
排
他
的
法
令
解
釈
権
の
代
償
措
置
と
し
て
、
参
与
の
制
度
が
答
申
さ
れ
で
い
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
。
但
し
、
も
し
協

議
団
が
固
有
の
裁
決
権
を
有
す
る
か
、
あ
る
い
は
長
官
か
ら
委
任
さ
れ
た
裁
決
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
協
議
団
が
法
令
解
釈
権
を
有
し
う

る
か
ど
う
か
は
、
さ
ら
に
検
討
さ
る
べ
き
別
問
題
で
あ
る
。

三
　
「
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
」
に
つ
い
て
、
日
本
税
理
士
連
合
会
租
税
制
度
調
査
委
員
会
の
各
支
部
が
そ
れ
ぞ
れ
見
解
を
表
明
し

　
（
5
4
）

て
い
る
。
東
京
税
理
士
会
（
松
宮
隆
会
長
、
当
時
）
は
、
前
記
の
税
制
調
査
会
第
二
次
答
申
及
び
三
月
案
を
支
持
し
、
「
審
査
の
裁
決
は
、
原
則
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

て
協
議
団
の
協
議
決
定
に
従
う
も
の
と
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
と
す
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
つ
た
。
他
方
、
東
京
地
方
税
理
士
会
（
石
津
四
郎
会
長
－
当

時
）
は
、
租
税
裁
判
所
の
構
想
を
と
り
入
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
つ
て
は
少
く
と
も
審
判
官
の
身
分
を
保
障
し
た
う
え
で
、
脇
議
団
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

執
行
系
統
外
に
位
置
す
る
独
立
の
裁
決
機
関
と
す
る
案
を
支
持
し
、
さ
ら
に
、
大
阪
税
理
士
会
（
藤
原
龍
太
会
長
・
当
時
）
は
、
「
協
議
団
の
第
三
者

的
性
格
を
明
確
に
し
、
そ
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
せ
し
め
る
た
め
に
協
議
団
を
国
税
局
長
或
は
国
税
庁
長
官
の
指
揮
監
督
を
離
れ
た
大
蔵
省
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

局
と
し
直
接
大
蔵
大
臣
の
監
督
下
に
あ
る
独
立
不
覇
裁
決
機
関
と
す
る
」
よ
う
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
同
様
に
、
関
東
信
越
税
理

士
会
（
吉
田
俊
一
会
長
－
当
時
）
は
、
一
に
、
協
議
団
制
度
の
第
三
老
的
性
格
を
制
度
上
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
審
判
官
の
身
分
を
保
障
し
、
税
理

士
、
計
理
士
、
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
そ
の
他
税
法
に
関
す
る
学
識
経
験
者
を
も
つ
て
構
成
員
の
過
半
数
と
し
、
二
に
、
国
税
庁
長
官
又
は
国
税

局
長
の
指
示
を
う
け
な
い
も
の
と
す
る
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。
法
令
等
の
解
釈
に
つ
き
疑
義
を
生
じ
た
場
合
に
は
す
み
や
か
に
国
税
庁
長
官
の

判
断
を
求
め
る
こ
と
と
す
べ
き
旨
を
法
令
上
に
規
定
す
べ
き
で
な
い
。
協
議
団
制
度
に
つ
い
て
第
三
者
的
性
格
を
謳
う
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ

（
58
）る

。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
先
に
紹
介
し
た
日
税
連
租
税
制
度
委
員
会
の
二
月
案
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
他
、
関
西
税
理
士
会
、

近
畿
税
理
士
会
、
東
海
税
理
士
会
及
び
中
国
税
理
士
会
、
四
国
税
理
士
会
、
九
州
北
部
税
理
士
会
、
東
北
税
理
士
会
は
協
議
団
制
度
の
敬
組
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

い
て
ま
つ
た
く
あ
る
い
億
億
と
ん
ど
沈
黙
し
て
し
ま
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
三
六
年
の
「
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
及
び
そ
の
説
明
」
と
い
う
無
言
の
圧
力
の
も
と
に
、
各
税
理
士
会
の

意
見
は
一
本
に
ま
と
ま
ら
ず
、
却
つ
て
蹴
散
ら
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

四
　
と
も
あ
れ
、
協
議
団
設
置
の
当
初
、
所
得
税
法
等
に
国
税
庁
長
官
又
は
国
税
局
長
は
裁
決
を
な
す
に
当
つ
て
、
　
「
協
議
団
の
協
議
を
経
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
が
所
得
税
法
等
に
存
し
た
が
、
昭
和
三
七
年
四
月
改
正
の
国
税
通
則
法
第
八
三
条
一
項
の
規
定
は
、
国
税
庁
長
官
又

は
国
税
局
長
は
「
協
議
団
の
議
決
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
ら
た
め
ら
れ
る
に
止
つ
た
の
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
53　52　51　50　49　48　47　46　45　44　43　42　41　40
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大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
資
料
①
』
　
（
昭
和
三
五
年
一
月
　
税
制
調
査
会
税
制
一
般
部
会
、
国
税
通
則
法
小
委
員
会
）
は
し
が
ぎ
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
〇
回
総
会
議
事
遠
記
録
』
　
（
昭
和
三
五
年
二
月
『
九
日
　
国
税
通
則
法
小
委
員
会
資
料
）
九
頁
～
一
八
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
一
回
総
会
議
事
速
記
録
』
　
（
昭
和
三
五
年
二
月
二
六
日
　
国
税
通
則
法
小
委
員
会
資
料
）
一
〇
頁
～
一
四
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
一
二
回
総
会
議
事
速
記
録
』
八
六
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
一
回
総
会
議
事
速
記
録
』
三
八
頁
～
四
一
頁
。

参
照
、
斉
藤
明
「
租
税
行
政
制
度
政
正
の
基
本
構
想
」
税
法
学
（
昭
和
四
三
年
九
月
）
三
六
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
】
＝
回
総
会
議
事
速
記
録
』
三
九
頁
（
村
山
発
言
）
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
一
二
回
総
会
議
事
速
記
録
』
三
九
頁
（
杉
本
発
言
）
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
一
回
総
会
議
事
速
記
録
』
八
六
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
一
二
回
総
会
議
事
速
記
録
』
四
一
頁
～
四
四
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
二
回
総
会
議
事
速
記
録
』
　
（
昭
和
三
六
年
一
月
二
八
日
　
国
税
通
則
法
小
委
員
会
資
料
）
七
五
頁
～
七
七
頁
。

税
制
調
査
会
『
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
（
税
制
調
査
会
第
二
次
答
申
）
』
　
（
昭
和
三
六
年
七
月
五
日
）
一
西
頁
。

名
称
変
更
の
経
緯
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
一
二
一
回
総
会
議
事
速
記
録
』
六
六
頁
～
七
二
頁
。

税
制
調
査
会
『
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申
（
税
制
調
査
会
第
こ
次
答
申
）
及
び
そ
の
説
明
』
　
（
昭
和
三
六
年
）
コ
霊
頁
～
コ
毛
頁
、
参
照
、
須
貝
脩
｝

「
国
税

　
不
服
審
判
所
の
設
置
」
法
学
論
叢
八
七
巻
四
号
一
二
頁
以
下
。

（
騒
）
　
日
本
税
理
士
会
連
合
会
租
税
制
度
調
査
委
員
会
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
三
集
）
』
（
昭
和
三
六
年
）
は
、
「
国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
税
制
調
査
会
の
第
二
次
答
申

　
に
対
す
る
意
見
書
」
で
あ
る
。

（
5
5
）
日
税
連
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
三
集
）
』
五
頁
。

（
56
）
　
日
税
連
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
三
集
）
』
一
九
頁
～
二
〇
頁
。

　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
＝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
二
〇
七
七
V
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）

（
57
）
　
日
税
連
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
三
集
）
』
二
九
頁
。

（
5
8
）
　
日
税
連
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
三
集
）
』
…
二
頁
～
二
四
頁
。

（
5
9
）
　
日
税
連
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
三
集
）
』
三
〇
頁
、
三
九
頁
、

四
三
頁
、
六
一
頁
、
七
六
頁
、
八
○
頁
、
八
四
頁
。

六
〇
　
　
（
二
〇
七
八
）

60

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
節
　
代
替
案
の
再
燃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
）

一
　
国
税
通
則
法
の
改
正
後
は
や
く
も
昭
和
三
九
年
に
、
主
と
し
て
「
何
人
と
い
え
ど
も
自
己
の
事
件
の
裁
判
官
た
り
え
な
い
」
と
い
う
適
正
手

続
の
観
点
か
ら
、
各
税
理
士
会
は
、
法
改
正
後
の
協
議
団
の
か
か
え
る
問
題
状
況
を
指
摘
し
た
う
え
で
協
議
団
の
改
組
を
主
張
し
、
た
と
え
ば
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
研
）

の
よ
う
な
税
制
改
正
要
望
を
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
レ

　
　
　
「
協
議
団
制
度
の
国
税
庁
の
部
外
に
配
置
転
換
し
そ
の
独
立
性
を
維
持
し
構
成
員
の
中
、
半
数
は
民
間
人
（
主
と
し
て
学
識
経
験
者
）
よ
り
採
用
し
課
税
の
公

　
　
平
を
期
す
る
。

　
　
（
提
案
理
由
）
　
協
議
団
制
度
が
現
在
の
国
税
局
部
内
に
存
す
る
限
り
公
正
な
制
度
の
運
用
は
望
め
な
い
。
課
税
に
対
す
る
不
平
不
合
理
を
公
平
に
処
理
す
る
協

　
　
議
団
は
広
く
納
税
者
に
そ
の
公
正
さ
を
示
す
意
味
で
も
部
外
に
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
し
て
協
議
団
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
全
員
同
じ
部
内
の
人
員
で

　
　
あ
る
こ
と
は
救
済
制
度
と
し
て
あ
る
べ
き
協
議
団
の
性
格
よ
り
考
え
て
も
可
怪
し
い
。
半
数
は
広
く
民
問
の
学
識
経
験
者
よ
り
採
用
し
両
者
審
議
の
上
公
正
な

　
　
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
こ
の
協
議
団
改
組
の
要
望
は
、
昭
和
三
七
年
改
正
の
国
税
通
則
法
に
基
づ
く
協
議
団
制
度
が
、
一
に
、
納
税
者
の
権
利
保
護
上
十
分
に
機
能
し
え

て
い
な
い
こ
と
、
二
に
、
税
理
士
の
職
域
拡
充
の
要
望
に
応
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
望
は
、
圧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
2
）

力
団
体
の
性
格
を
有
す
る
全
国
納
税
者
政
治
連
盟
の
「
税
制
改
正
要
望
決
議
、
昭
和
三
九
年
一
二
月
九
日
」
に
盛
り
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
他
の
税
制
改
正
要
望
に
劣
位
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
つ
づ
い
て
翌
昭
和
四
〇
年
一
月
二
九
日
に
横
山
利
秋
氏
（
衆
議
院
議
員
、
社
会
党
）
と
田
中
角
栄
氏
（
国
務
大
臣
、
当
時
）
が
大
蔵
委
員
会
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

い
て
租
税
裁
判
所
の
構
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
は
じ
め
ら
れ
た
。



　
　
横
山
「
協
議
団
の
改
組
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
言
い
続
け
て
き
た
の
で
す
。
大
臣
、
こ
の
協
議
団
御
存
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
中
略
。
　
〔
国
税
局
内
部
に
置
か

　
　
れ
て
い
る
協
議
団
で
は
〕
査
定
し
た
人
と
裁
判
を
や
る
人
が
同
一
人
で
、
査
定
し
た
人
が
そ
れ
を
直
す
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
あ
や
ま
ち
を
自
分
で
捌
挟
す
る

　
　
と
い
う
こ
と
な
ん
で
、
論
理
的
に
非
常
な
矛
盾
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
際
租
税
裁
判
所
構
想
を
検
討
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
、
下
略
。
」

　
　
田
中
国
務
大
臣
「
冠
略
。
い
ま
の
司
法
制
度
の
中
で
〔
租
税
裁
判
所
の
制
度
を
〕
ど
う
調
和
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
し
か
し
こ

　
　
う
い
う
問
題
は
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
だ
め
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
前
向
き
で
や
は
り
検
討
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
答

　
　
弁
書
に
は
だ
め
で
す
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
私
の
個
人
的
な
考
え
方
も
つ
け
加
え
て
申
し
上
げ
ま
し
た
。
」

　
横
山
議
員
の
い
う
租
税
裁
判
所
の
構
想
は
、
審
ら
か
で
は
な
い
が
、
　
し
か
し
、
先
に
摘
示
し
た
租
税
裁
判
所
制
度
の
構
想
（
参
照
注
2
1
）
に
符

合
す
る
も
の
と
憶
測
さ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
横
山
議
員
は
衆
議
院
議
員
を
辞
し
名
古
屋
市
の
地
方
政
治
家
に
転
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
情
も
手
伝
い
、
社
会
党
は
昭
和
四
二
年
末
ま

で
の
約
三
年
間
租
税
裁
判
所
若
し
く
は
租
税
審
判
所
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
し
ま
う
。

三
　
さ
ら
に
、
民
社
党
は
、
政
策
審
議
会
で
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
に
同
党
第
一
二
回
中
小
企
業
政
策
研
修
会
の
研
修
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

果
と
し
て
「
租
税
審
判
所
制
度
設
置
要
綱
（
案
）
」
を
発
表
し
て
い
る
。
同
案
は
制
度
改
革
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
認
識
す
る
。

　
　
　
「
現
在
、
国
税
庁
ま
た
は
国
税
局
に
附
置
さ
れ
て
い
る
協
議
団
は
、
国
税
庁
長
官
ま
た
は
国
税
局
長
の
単
な
る
諮
問
機
関
で
あ
つ
て
裁
決
庁
で
は
な
く
、
そ

　
　
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
上
に
、
協
議
官
は
税
務
職
員
の
み
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
租
税
の
執
行
機
関
に
従
属
し
て
い
る
組
織
で

　
　
あ
る
か
ら
到
底
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
に
代
る
べ
き
機
関
と
し
て
、
次
に
よ
り
、
行
政
委
員
会
た
る
租
税
審
判
所
を
設
置
し
ょ
う

　
　
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
そ
の
租
税
審
判
所
制
度
の
大
綱
は
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
に
、
異
議
申
立
て
を
廃
止
し
、
第
一
審
と
し
て
国
税
局
長
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
裁
決
に
な
お
不
服
が
あ
る
と
き
は
租
税
審
判
所
に
再
審
査
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
租
税
審
判
所
の
裁
決
に
な
お
不

服
が
あ
る
者
は
東
京
高
等
裁
判
所
に
よ
る
司
法
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
に
、
租
税
審
判
所
は
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
と
さ
れ
、
独
立

的
に
権
限
を
行
使
す
る
。
審
判
官
は
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
つ
て
裁
判
官
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
税
務
職
員
お
よ
び
租
税
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の

　
　
　
蟹
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
二
〇
七
九
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
二
〇
八
O
）

中
か
ら
任
命
さ
れ
、
同
時
に
、
相
当
程
度
の
身
分
保
障
を
与
え
ら
れ
る
ひ
三
に
、
租
税
審
判
所
の
審
理
手
続
は
準
司
法
的
な
も
の
と
し
、
審
判

官
の
合
議
体
に
よ
つ
て
お
こ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
実
質
証
拠
の
原
則
を
認
め
る
。
四
に
、
違
法
又
は
不
当
な
通
達
に
基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
納
税
者

が
租
税
審
判
所
に
不
服
を
申
し
立
て
た
と
き
に
、
　
「
租
税
審
判
所
に
よ
る
行
政
救
済
を
得
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
通
達
行
政
の
弊
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

と
そ
れ
に
基
因
す
る
更
正
処
分
の
乱
発
が
防
止
さ
れ
、
国
民
の
財
産
権
の
保
護
の
万
全
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
租
税
審
判

所
は
通
達
に
拘
束
さ
れ
ず
に
法
令
を
解
釈
・
適
用
し
て
不
服
申
立
て
を
裁
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
民
社
党
の
租
税
審
判
所
制
度
の
構
想
は
、
昭
和
四
二
年
五
月
二
一
二
日
に
第
五
五
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
に
お
い
て
春
日
一
幸
委
員
に
ょ
っ

　
　
　
　
　
（
6
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

て
主
張
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
松
隈
〔
秀
雄
〕
参
考
人
（
元
大
蔵
次
官
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
第
二
代
会
長
）
は
次
の
よ
う
に
応
答
さ
れ
た
。
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「
通
達
の
誤
り
等
で
あ
る
と
い
う
と
、
協
議
団
で
は
や
は
り
通
達
自
体
は
そ
の
ま
ま
額
面
ど
お
り
と
り
ま
す
か
ら
納
税
者
の
不
平
が
解
決
さ
れ
ま
せ
ん
。
ど

　
う
し
て
も
第
三
者
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
租
税
審
判
所
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
行
政
機
関
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
あ
り

　
ま
す
。
ま
た
、
税
制
調
査
会
は
、
中
略
、
　
〔
租
税
審
判
所
に
つ
い
て
〕
検
討
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
御
提
案
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
敬
意
を

　
払
つ
て
拝
聴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

　
民
社
党
の
「
租
税
審
判
所
制
度
設
置
要
綱
（
案
）
」
の
掲
載
資
料
（
参
照
、
注
6
4
）
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
右
構
想
は
、
中
小
企
業
政
策
の

一
環
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
通
達
行
政
の
弊
害
に
か
ん
が
み
、
　
「
通
達
の
下
級
行
政
庁
に
対
す
る
拘
束
力
」
か
ら
の
解
放

を
意
図
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
轄
下
に
あ
る
租
税
審
判
所
制
度
が
構
想
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
　
日
税
連
調
査
研
究
部
は
、
民
社
党
の
右
提
案
と
相
前
後
し
、
昭
和
四
一
年
度
の
研
究
項
目
と
し
て
税
制
民
主
化
に
関
す
る
四
つ
の
テ
ー
マ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

一
つ
と
し
て
救
済
制
度
を
研
究
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
「
不
服
申
立
の
改
正
と
し
て
は
従
来
ま
で
各
方
面
か
ら
繰
り
か
え
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
様
に
、
現
在
の
国
税
庁
及
び
国
税
局
の
附
属
機
関
又
は
諮
問
機
関

と
し
て
の
協
議
団
制
度
を
改
革
し
て
、
国
税
庁
の
行
政
事
務
の
執
行
系
統
外
に
あ
る
独
立
の
裁
決
機
関
と
す
る
事
が
望
ま
し
い
。



　
　
　
即
ち
、
協
議
団
は
完
全
な
独
立
官
庁
と
し
て
税
務
裁
瓢
所
的
な
性
格
に
改
善
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
　
　
尚
、
こ
う
し
た
税
務
裁
判
所
的
機
構
が
法
制
上
種
々
難
点
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
善
の
策
と
し
て
は
、
協
議
団
を
執
行
機
関
の
一
部
局
と
し
て
、
も
っ
ば
ら
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
査
を
つ
か
さ
ど
る
強
力
な
審
査
部
局
と
し
て
む
し
ろ
主
管
部
と
対
等
の
立
場
に
お
く
事
に
よ
り
協
議
団
の
地
位
と
独
立
制
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
本
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）
（
7
1
）

　
　
長
は
国
税
庁
長
官
、
各
国
税
局
に
審
査
部
局
の
支
部
を
置
き
支
部
長
は
各
国
税
局
長
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
有
し
て
審
査
の
裁
決
に
当
る
こ
と
と
す
る
。
」
な
ぜ

　
　
な
ら
、
　
「
協
議
団
の
協
議
決
定
の
運
営
の
実
態
を
み
る
に
裁
決
に
先
だ
ち
、
事
案
は
す
べ
て
主
管
部
（
直
税
部
、
調
査
査
察
部
、
徴
収
部
等
）
の
審
理
に
付
さ
れ
る

　
　
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。
従
つ
て
こ
の
よ
う
な
審
理
の
過
程
に
お
い
て
協
議
団
の
協
議
の
内
容
が
主
管
部
の
判
断
と
一

致
せ
ず
又
は
意
見
の
対
立
を
み
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

　
　
多
く
、
そ
う
し
た
場
合
官
制
上
裁
決
権
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
協
議
官
は
主
管
部
の
意
見
に
妥
協
さ
せ
ら
れ
る
事
は
人
情
と
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
」
か
ら

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
国
税
争
訟
を
審
理
裁
定
す
る
審
判
制
度
の
設
置
が
提
案
さ
れ
、
「
大
臣
の
管
轄
下
に
、
学
識
経
験
者
、
専
門
家
等
の
審
判
員
を
設
け
、
概
ね
公
正
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
引
委
員
会
な
い
し
特
許
審
判
、
海
難
審
判
等
の
構
想
を
以
て
、
裁
判
手
続
に
準
じ
て
審
理
し
裁
定
す
る
よ
う
に
し
、
租
税
争
訟
に
対
す
る
行
政
救
済
に
遺
感
な

　
　
　
　
　
　
（
鴇
）

　
　
き
を
期
し
た
い
。
」
旨
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。

　
日
税
連
調
査
研
究
部
（
前
田
慶
四
郎
部
長
－
当
時
）
は
、
右
研
究
レ
ポ
ー
ト
を
さ
ら
に
練
り
直
し
、
　
「
税
制
民
主
化
に
関
す
る
意
見
書
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

日
税
連
会
長
宛
に
具
申
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
租
税
審
判
所
設
置
の
提
唱
は
、
日
税
連
機
関
紙
「
税
理
士
界
」
（
昭
和
四
二
年
一
〇
月
』
日
）
の
「
主

張
」
欄
に
公
表
さ
れ
た
。

　
そ
の
直
後
、
同
年
一
〇
月
五
日
に
日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
「
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
に
関
す
る
中
間
意
見
書
」
を
公
に
し
、
再
び
租
税
審
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拓
）

所
の
設
置
を
要
望
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
1
　
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
、
わ
が
国
現
下
の
租
税
救
済
制
度
の
実
情
に
か
ん
が
み
極
め
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
速
か
に
こ

　
　
の
制
度
の
実
現
を
強
く
要
望
す
る
。

　
　
理
由
　
現
行
の
協
議
団
制
度
に
よ
る
救
済
は
、
ω
租
税
争
訟
の
当
事
者
が
審
理
裁
定
す
る
。
し
か
も
裁
定
の
権
限
は
、
国
税
局
長
ま
た
は
国
税
庁
長
官
に
あ
り

　
　
協
議
団
は
単
な
る
諮
問
機
関
に
過
ぎ
ず
、
か
つ
ま
た
協
議
の
結
果
に
拘
束
力
が
な
い
。
＠
職
権
審
理
主
義
で
利
害
関
係
人
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
な
い
。
従
つ
て

　
　
救
済
が
公
正
に
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
の
協
議
決
定
事
案
が
、
裁
定
権
者
の
採
決
に
至
る
ま
で
更
に
原
処
分
庁
監
督
老
の
審
理
を
要
し
、
こ
の
問
の
意

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
（
二
〇
八
一
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
二
〇
八
二
）

　
　
見
の
く
い
違
い
等
に
よ
り
事
案
処
理
の
期
間
を
徒
過
す
る
た
め
、
長
期
に
わ
た
る
租
税
債
務
不
確
定
の
状
態
か
ら
申
立
人
の
経
済
的
損
失
お
よ
び
精
神
的
不
安

　
　
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
2
　
租
税
審
判
所
を
設
置
す
る
場
合
の
審
判
官
は
、
審
判
事
案
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
租
税
に
関
し
学
識
あ
る
司
法
官
、
弁
護
士
、
税
理
士
お
よ
び
租
税
に

　
　
関
す
る
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
（
ま
た
は
大
蔵
大
臣
）
が
任
命
す
る
。
審
判
官
に
つ
い
て
は
身
分
の
保
障
を
す
る
。

　
　
理
由
　
審
判
官
は
、
複
雑
難
解
な
る
租
税
に
関
す
る
争
訟
事
案
を
審
判
す
る
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
租
税
に
関
す
る
高
度
の
学
識
経
験
を
要
す
る
こ
と
は
論
を

　
　
ま
た
な
い
。
租
税
に
関
し
学
識
あ
る
司
法
官
、
弁
護
士
、
税
理
士
は
適
格
者
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
所
管
の
大
臣
の
権
限
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
の
中
か
ら
適

　
　
格
者
を
選
衡
し
て
任
命
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
審
判
官
は
、
そ
の
職
責
上
他
の
関
係
あ
る
職
務
を
兼
ね
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
裁
判
官
と
同
様
身
分
保
障
制
度
を
設
く
べ
き
で
あ
る
。

　
　
3
　
租
税
審
判
所
の
権
限
は
、
争
訟
事
案
に
対
す
る
判
定
的
権
限
で
あ
り
、
そ
の
裁
決
は
確
定
力
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
理
由
　
審
判
の
効
果
は
そ
の
性
質
上
確
定
力
、
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
に
価
値
が
あ
る
。
従
つ
て
、
そ
の
裁
決
は
争
訟
当
事
者
を
拘
束
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。

　
　
4
　
税
理
士
は
、
租
税
救
済
申
立
人
の
代
理
人
と
し
て
、
意
見
の
陳
述
等
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
　
理
由
　
審
判
所
の
争
訟
事
案
の
代
理
は
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
高
度
な
税
務
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
代
理
人
と
な
り

　
　
得
る
者
と
し
て
税
理
士
は
最
適
任
者
で
あ
る
・
」

　
右
中
間
意
見
書
に
つ
い
て
注
目
す
べ
ぎ
点
は
二
つ
あ
る
。
一
は
、
日
税
連
に
よ
る
租
税
審
判
所
の
構
想
が
既
述
の
二
月
案
に
則
つ
て
ほ
ぼ
一

本
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
、
協
議
団
制
度
の
改
組
を
め
ぐ
り
日
税
連
租
税
調
査
委
員
会
は
二
月
案
と
三
月
案
と
に
そ
の
提
案
が
分
裂
し
た

が
（
参
照
第
二
章
二
節
）
、
今
回
は
そ
の
よ
う
な
大
き
な
対
立
は
回
避
さ
れ
た
。
三
月
案
を
と
り
こ
ん
だ
昭
和
三
七
年
改
正
国
税
通
則
法
の
規
定

に
基
づ
く
協
議
団
制
度
が
相
変
わ
ら
ず
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
と
評
価
さ
れ
た
の
で
、
三
月
案
の
よ
う
な
運
用
改
善
論
は
退
け
ら
れ
た
も
の
と

お
も
わ
れ
る
。
但
し
、
租
税
審
判
所
が
内
閣
総
理
大
臣
の
下
に
置
か
れ
る
の
か
大
蔵
大
臣
の
下
に
設
置
さ
れ
る
か
は
、
な
お
選
択
の
余
地
が
残
さ

れ
て
い
る
。
他
の
一
は
、
審
判
官
の
資
格
及
び
租
税
救
済
申
立
人
の
代
理
人
の
資
格
に
関
連
し
て
、
税
理
士
の
職
域
拡
充
問
題
が
明
確
に
意
識
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
が
利
益
集
団
若
し
く
は
圧
力
団
体
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
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に
も
起
因
す
る
。

　
日
税
連
の
か
ね
て
か
ら
の
懸
案
で
あ
つ
た
租
税
審
判
所
構
想
は
、
夙
に
松
宮
隆
氏
（
日
税
連
会
長
－
昭
和
三
三
年
よ
り
三
七
年
）
み
ず
か
ら
が
税
制

調
査
会
国
税
通
則
法
小
委
員
会
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
あ
る
い
は
春
日
一
幸
氏
（
民
社
党
議
員
）
及
び
横
山
利
秋
氏
（
社
会
党
議
員
）
が
衆
議
院
大

蔵
委
員
会
で
散
発
的
に
要
望
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
（
6
0
）
　
税
務
官
公
署
職
員
に
対
す
る
無
試
験
的
横
す
べ
り
制
度
の
新
設
を
図
る
税
理
士
法
改
正
阻
止
還
動
が
頂
点
に
達
し
た
の
が
、
昭
和
三
九
年
で
あ
る
（
税
理
士
制
度
沿
革
史
編
さ

　
　
　
ん
委
員
会
『
税
理
士
制
度
沿
革
史
』
八
八
四
頁
以
下
）
。

　
（
6
1
）
　
南
九
州
税
理
士
会
・
河
北
省
；
各
会
の
税
制
改
正
要
望
事
項
」
（
昭
和
三
九
年
二
月
－
推
定
）
所
収
”
日
本
税
理
士
会
連
合
会
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
一
輯
）
』
（
昭

　
　
　
和
四
一
年
三
月
）
二
七
頁
、
同
旨
、
大
阪
合
同
税
理
士
会
「
各
会
の
税
制
改
正
要
望
事
項
」
所
”
収
日
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
一
輯
）
』
二
二
頁
。
右
両
会
の
要
望

　
　
　
は
、
「
協
議
団
制
度
の
公
正
化
の
た
め
独
立
性
を
も
た
し
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
（
日
税
連
調
査
研
究
部
会
「
税
制
改
正
に
関
す
る
各
会
の
要
望
」
（
昭
和

　
　
　
三
九
年
一
二
月
｝
日
）
所
収
”
同
『
研
究
事
蹟
（
第
一
輯
）
、
昭
和
四
一
年
三
月
』
五
頁
。

　
（
6
2
）
　
所
収
”
日
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
一
輯
）
』
　
な
お
、
全
国
納
税
者
政
治
連
盟
は
、
昭
和
三
八
年
十
月
十
七
日
に
、
中
小
企
業
納
税
者
の
た
め
の
租
税
制
度
を
確
立

　
　
　
す
る
趣
旨
で
結
成
さ
れ
て
い
る
（
税
理
士
制
度
沿
革
史
編
さ
ん
委
員
会
『
税
理
士
制
度
沿
革
史
』
八
五
七
頁
以
下
）
。

　
（
6
3
）
　
第
四
八
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
第
一
号
昭
和
四
〇
年
一
月
二
九
日
、
一
〇
頁
～
一
一
頁
。

　
　
　
横
山
利
秋
「
国
税
審
判
法
の
構
想
は
二
～
三
年
ま
え
か
ら
私
が
ず
つ
と
抱
い
て
い
た
も
の
で
す
。
当
初
は
租
税
裁
判
所
と
い
う
構
想
で
や
つ
て
お
り
ま
し
た
が
、
私
は
憲
法
上
も

　
　
可
能
だ
と
思
つ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
実
現
す
る
に
は
多
く
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
現
実
に
実
現
可
能
な
案
を
〔
と
〕
い
う
こ
と
で
現
在
の
案
に
落
着
い
た
も
の
で
あ
り
ま

　
　
す
。
」
（
隅
安
彦
ほ
か
五
名
（
座
談
会
）
「
納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
の
あ
り
か
た
」
税
経
通
信
二
四
巻
一
号
（
昭
和
四
四
年
一
月
）
二
五
頁
）
。

　
（
6
4
）
　
民
社
党
「
租
税
審
判
所
制
度
設
置
要
綱
（
案
）
」
所
収
”
民
主
社
会
党
中
小
企
業
対
策
委
員
会
編
『
日
本
経
済
改
革
法
案
集
大
成
』
、
税
制
調
査
会
『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集

　
　
　
　
（
権
利
救
済
制
度
関
係
）
』
（
昭
和
四
三
年
二
月
）
一
九
八
頁
～
一
九
九
頁
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
　
（
昭
和
四
四
年
）
四
九
頁
～
五
一
頁
。

　
　
　
こ
の
案
は
平
田
敬
一
郎
（
国
税
庁
長
官
）
『
欧
米
に
お
け
る
税
務
行
政
』
（
参
照
、
同
「
ア
メ
リ
カ
の
税
務
行
政
に
つ
い
て
－
私
の
見
た
欧
米
の
税
務
行
政
（
一
～
五
）
」
財
政
一

　
　
　
八
巻
一
四
号
（
昭
和
二
八
年
一
二
月
）
五
二
頁
以
下
、
同
一
九
巻
一
号
四
五
頁
以
下
、
同
一
九
巻
二
号
四
二
頁
以
下
、
同
一
九
巻
三
号
八
八
頁
以
下
、
同
一
九
巻
七
号
一
〇
七
頁

　
　
　
以
下
）
の
影
響
下
に
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
第
六
一
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
第
三
八
号
昭
和
四
四
年
六
月
一
七
日
二
五
頁
以
下
く
春
日
一
幸
議
員
・
吉
国
二
郎
主
税

　
　
　
局
長
発
言
）
）
。

　
　
　
　
な
お
、
民
社
党
案
断
つ
い
て
、
参
照
、
杉
村
章
三
郎
「
租
税
審
判
所
の
問
題
」
税
理
一
〇
巻
七
頁
（
昭
和
四
二
年
七
月
）
一
頁
以
下
。

　
（
6
5
）
　
民
社
党
「
租
税
審
判
所
制
度
設
置
要
綱
（
案
）
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
〇
頁
、
参
照
、
第
六
一
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
三
六
号
昭
和
四

　
　
　
四
年
六
月
一
一
日
六
頁
竹
本
孫
一
議
員
発
言
）
。

　
　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
（
二
〇
八
三
）
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（
6
8
）

（
6
9
）

（
7
0
）
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7
1
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
（
二
〇
八
四
）

　
民
社
党
「
租
税
審
判
所
判
度
設
置
要
綱
（
案
）
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
〇
頁
～
五
一
頁
。

　
第
五
五
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
一
六
号
昭
和
四
二
年
五
月
…
二
日
八
頁
（
春
日
一
幸
発
言
）
、
同
委
員
は
、
さ
ら
に
、
「
誤
れ
る
通
達
」
に
基
づ
く
「
国
民
の
財
産
権

侵
害
に
対
す
る
排
除
機
関
」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
（
同
上
）
。

　
第
五
五
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
第
一
六
号
、
昭
和
四
二
年
五
月
二
三
日
八
頁
（
松
隈
発
言
）
。

　
日
本
税
理
昨
会
連
合
会
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
二
輯
）
』
（
昭
和
四
二
年
三
月
）
は
し
が
ぎ
。

　
北
海
道
税
理
士
会
所
属
杉
本
正
『
郎
「
救
済
制
度
に
関
す
る
研
究
」
所
収
”
日
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
二
輯
）
』
四
二
頁
。

　
そ
の
見
解
の
大
要
は
、
「
税
理
士
連
合
会
前
田
調
査
研
究
部
長
の
意
見
（
昭
和
四
二
・
九
・
一
四
　
税
制
調
査
会
第
九
回
税
制
簡
素
化
特
別
部
会
資
料
（
抄
）
よ
り
）
」
と
し
て
、

『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
（
権
利
救
済
制
度
関
係
）
』
（
昭
和
四
三
年
二
月
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　
但
し
、
税
調
の
資
料
集
で
は
「
本
部
長
は
国
税
庁
長
官
と
し
…
…
、
支
部
長
は
各
国
税
局
長
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
有
し
」
（
前
掲
資
料
集
二
〇
三
頁
、
傍
点
－
木
村
）
、
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
傍
点
箇
所
は
誤
記
と
お
も
わ
れ
る
。
正
し
く
は
。
「
本
部
長
は
国
税
庁
長
官
…
…
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
有
し
（
参
照
、
「
救
済
制
度
に
関
す
る
研
究
」

所
収
“
日
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
二
輯
）
』
四
二
頁
）
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
救
済
制
度
に
関
す
る
研
究
」
所
収
－
目
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
二
輯
）
』
四
二
頁
。

　
参
照
、
名
古
屋
税
理
士
会
所
属
村
松
勘
之
助
（
同
会
副
会
長
－
当
時
）
「
救
済
制
度
に
つ
い
て
」
所
収
・
・
日
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
二
輯
）
』
三
九
頁
～
四
〇
頁
）
。

　
日
税
連
調
査
研
究
部
『
研
究
事
蹟
（
第
二
輯
）
』
は
し
が
ぎ
。

　
日
本
税
理
士
会
連
合
会
「
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
に
関
す
る
中
間
意
見
書
、
昭
和
四
二
年
一
〇
月
五
日
」
所
収
”
税
制
調
査
会
『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
（
権
利
救
済
制
度

関
係
）
』
二
〇
一
頁
～
二
〇
三
頁
、
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
二
三
頁
～
二
四
頁
。

66

第
五
節
　
横
山
試
案
・
国
税
審
判
法
案
と
そ
の
反
響

一
　
さ
て
、
横
山
利
秋
氏
は
、
衆
議
院
議
員
を
辞
し
、
名
古
屋
市
、
及
び
愛
知
県
下
に
お
い
て
地
方
政
治
家
と
し
て
、
中
小
企
業
の
税
務
相
談

に
応
じ
中
小
企
業
の
諸
団
体
を
育
成
す
る
途
上
、
い
わ
ゆ
る
民
商
の
反
税
闘
争
及
び
納
税
者
の
権
利
救
済
に
か
ん
が
み
、
協
議
団
制
度
の
改
組
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

必
要
性
を
痛
感
さ
れ
た
由
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
同
氏
は
必
ず
し
も
圧
力
団
体
と
し
て
の
日
税
連
の
代
弁
者
で
は
な
い
。

　
そ
の
横
山
氏
（
衆
議
院
議
員
、
社
会
党
）
が
、
昭
和
四
二
年
二
一
月
二
一
百
に
第
五
七
回
臨
時
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
さ
ら
に
翌



年
二
月
二
六
日
に
第
五
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
労
働
委
員
会
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
租
税
審
判
所
の
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）
　
（
四
）

設
を
臨
時
税
制
調
査
会
に
お
い
て
審
議
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

　
や
や
時
間
的
に
前
後
す
る
が
、
日
税
連
機
関
紙
「
税
理
士
界
」
昭
和
四
三
年
二
月
一
日
の
「
主
張
」
欄
に
お
い
て
、
税
務
争
訟
制
度
の
改
善
が

急
務
で
あ
る
旨
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
主
張
は
、
前
記
の
「
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
に
関
す
る
中
間
意
見
書
」
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
横
山
議

員
の
い
う
租
税
審
判
所
の
設
置
を
支
援
す
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
同
年
二
月
二
一
百
に
い
わ
ゆ
る
横
山
試
案
－
正
確
に
は
「
租
税
審
判
法
案
要
綱
試
案
お
よ
び
同
試
案
に
関
す
る
問
題
点
」
が
提
出
さ
れ
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

れ
が
審
議
検
討
さ
れ
た
末
、
日
本
社
会
党
政
策
審
議
会
大
蔵
部
会
「
国
税
審
判
法
案
要
綱
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
横
山
試
案
は
左
記
の
と
お

　
　
　
（
8
1
）

り
で
あ
る
。

　
　
「
第
二
　
租
税
審
判
庁
の
設
置
　
総
理
府
の
外
局
と
し
て
、
租
税
審
判
庁
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
」

　
　
「
第
六
　
組
織

　
　
1
　
各
地
方
租
税
審
判
庁
に
庁
長
を
、
中
央
租
税
審
判
庁
に
長
官
を
置
く
も
の
と
す
る
。

　
　
2
　
租
税
審
判
庁
に
租
税
審
判
官
を
置
く
も
の
と
す
る
。

　
　
3
　
中
央
租
税
審
判
庁
長
官
及
び
地
方
租
税
審
判
庁
長
は
、
租
税
審
判
官
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
　
4
・
5
略
」

　
　
「
第
七
　
租
税
審
判
官

　
　
1
　
租
税
審
判
官
は
、
広
い
経
験
と
高
い
識
見
を
有
す
る
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
そ
の
他
租
税
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総

　
　
　
理
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
2
・
3
略
」

　
　
「
第
十
　
職
権
の
行
使
　
租
税
審
判
官
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。
」

　
　
「
第
十
五
　
異
議
申
立
て
と
審
判
の
請
求
と
み
選
択
等
　
税
務
署
長
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
長
に
対
す
る
異
議
申
立
て
と
地
方
租
税
審
判
庁
に
対

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
逮
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
二
〇
八
五
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
二
〇
八
六
）

す
る
審
判
の
請
求
と
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
税
務
署
長
に
対
す
る
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合
、
異
議
申
立
て
の
決
定
を
経
た
後

の
処
分
に
な
お
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
租
税
審
判
庁
に
対
す
る
審
判
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
　
（
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
又
は
税

関
長
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
租
税
審
判
庁
に
対
す
る
審
判
の
請
求
の
み
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
）
」

「
第
十
六
　
管
轄

1
　
各
地
方
租
税
審
判
庁
は
、
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
が
し
た
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
対
す
る
審
判
の
裁
決
を
す
る
も
の
と
し
、

各
地
方
租
税
審
判
庁
の
支
部
は
、
税
務
署
長
が
し
た
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
対
す
る
審
判
の
裁
決
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
Q

2
　
中
央
租
税
審
判
庁
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

一
　
国
税
庁
長
官
が
し
た
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
対
す
る
審
判
の
裁
決
を
す
る
こ
と
。

二
　
国
税
局
長
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
が
し
た
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
係
る
重
要
な
事
案
で
租
税
審
判
庁
規
則
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
審

判
の
裁
決
を
す
る
こ
と
。

三
　
租
税
に
関
す
る
通
達
が
法
令
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
事
案
に
関
す
る
審
判
の
裁
決
を
す
る
こ
と
。
」

「
第
二
十
五
　
代
理
人
　
審
判
請
求
人
又
は
処
分
庁
は
、
弁
護
士
又
は
租
税
審
判
庁
の
承
認
を
得
た
者
を
代
理
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
」

「
第
二
十
八
　
裁
決
の
拘
束
力

1
　
租
税
審
判
庁
の
裁
決
は
、
処
分
庁
及
び
裁
決
に
関
係
の
あ
る
行
政
庁
を
拘
束
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
処
分
庁
は
、
裁
決
の
趣
旨
に
従
い
、
改
め
て
当
該
裁
決
に
係
る
国
税
に
つ
い
て
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
。
」

「
第
二
十
九
　
不
服
申
立
て
の
制
限
　
租
税
審
判
庁
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
裁
決
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
・
」

「
第
三
十
二
　
審
判
の
請
求
の
前
置
　
略
」

「
第
三
十
三
　
処
分
庁
の
出
訴
　
処
分
庁
が
租
税
審
判
庁
の
裁
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
こ
と
と
す
る
。
」

「
第
三
十
四
　
法
務
大
臣
の
指
揮
等
の
例
外
　
租
税
審
判
庁
の
裁
決
に
対
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の

権
眼
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
ご
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右
横
山
試
案
の
特
色
の
一
は
、
執
行
機
関
か
ら
の
独
立
性
の
観
点
の
下
に
、
租
税
審
判
機
関
が
総
理
府
の
外
局
と
し
て
設
置
さ
れ
、
租
税
審
判

庁
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
参
照
、
国
家
行
政
相
織
法
、
弟
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
）
。
民
社
党
案
と
の
相
違
点
は
こ
こ
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

る
・
国
民
は
通
達
で
な
く
法
令
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
協
議
団
は
法
令
と
通
達
に
基
づ
い
で
審
査
す
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
の
で
、
租
税
審
判
機
関

が
組
織
法
上
可
及
的
に
通
達
の
拘
束
を
う
け
な
い
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
特
色
は
、
処
分
庁
が
租
税
審
判
庁
の
裁
決
に
不
服
で
あ
る
場
合
に
出
訴
権
が
処
分
庁
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
横
山
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

「
処
分
庁
の
出
訴
権
」
を
左
の
よ
う
に
詳
細
に
理
由
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
「
1
　
冠
略
、
国
税
審
判
法
等
に
お
け
る
審
判
庁
の
立
場
は
、
広
義
の
行
政
機
関
で
あ
る
と
は
言
え
、
実
質
的
に
は
准
司
法
機
関
で
あ
る
。
租
税
徴
収
の
任
に

　
　
当
た
る
執
行
機
関
か
ら
組
織
の
上
で
も
権
限
の
上
で
も
全
く
分
離
さ
れ
独
立
の
地
位
に
立
つ
の
で
あ
る
。
実
質
的
観
点
に
立
つ
限
り
、
審
判
庁
の
審
判
に
対

　
　
し
、
審
判
請
求
人
は
満
足
し
た
と
し
て
も
、
徴
収
の
執
行
の
責
任
当
局
と
し
て
は
不
満
が
あ
り
得
る
こ
と
は
当
然
だ
し
、
こ
の
不
満
を
法
的
判
断
の
最
終
権
威

　
　
た
る
司
法
の
場
に
持
ち
込
み
得
る
途
を
閉
ざ
す
こ
と
は
、
徴
収
の
責
任
の
遂
行
に
支
障
を
来
た
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
こ
の
前
例
な
き
制
度
を
考
え
た
理
由

　
　
の
眼
目
で
あ
る
。

　
　
2
　
冠
略
、
徴
税
執
行
当
局
は
、
不
法
に
徴
税
し
な
い
責
任
と
適
法
に
国
家
の
課
税
権
を
執
行
す
る
責
任
を
も
負
う
の
で
あ
る
。
こ
の
消
極
積
極
の
責
任
を
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
た
す
べ
く
熱
意
を
有
す
る
執
行
当
局
が
、
執
行
系
列
か
ら
全
く
独
立
し
た
准
司
法
機
関
の
裁
断
に
法
的
疑
義
を
も
つ
場
合
、
最
終
的
判
断
の
権
威
（
司
法
）
に
判

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
断
を
求
め
る
に
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。

　
　
3
　
本
制
度
は
、
形
式
的
に
は
、
地
方
の
首
長
対
議
会
と
の
機
関
訴
訟
の
よ
う
な
類
型
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
◎
け
れ
ど
も
、
実
質
的
に
は
、
租
税
の
権
利
主
体

　
　
と
し
て
の
国
家
と
納
税
義
務
者
と
の
当
事
者
訴
訟
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
質
的
性
格
と
手
続
の
形
式
と
を
い
か
に
調
和
す
る
か
は
立
法
技
術
の

　
　
間
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
形
式
的
に
は
審
判
庁
を
被
告
と
し
な
が
ら
も
、
訴
訟
手
続
上
、
審
判
請
求
人
を
常
に
必
ず
参
加
人
と
し
て
訴
訟
に
参
加
さ
せ
る
仕
組

　
　
を
考
え
る
の
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
・
下
略

　
　
4
　
な
お
折
角
権
威
あ
る
独
立
機
関
に
よ
る
審
判
の
制
度
を
打
ち
建
て
な
が
ら
、
お
し
ま
い
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
制
度
を
認
め
た
の
で
は
、
審
判
庁
の
権
威

　
　
　
（
マ
マ
）
　

（
マ
マ
）

　
　
は
失
遂
し
、
本
も
子
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
惧
な
い
し
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
執
行
当
局
が
出
訴
す
る
か
ら
に

　
　
は
、
よ
ほ
ど
の
自
信
が
あ
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
ら
、
乱
用
の
お
そ
れ
は
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
運
用
の
経
験
を
重
ね
て
行
く
う
ち
に
、
お
の
ず
と
妥
当
な

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
二
〇
八
七
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
二
Q
八
八
）

　
線
に
落
ち
着
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
す
る
・
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

二
　
横
山
試
案
に
つ
づ
い
て
、
横
山
氏
ら
は
昭
和
四
三
年
四
月
二
三
日
に
第
五
八
回
国
会
に
お
い
て
（
第
一
次
）
国
税
審
判
法
案
を
提
出
さ
れ
た

（
第
五
八
回
衆
議
院
会
議
録
第
二
八
号
e
官
報
（
号
外
）
昭
和
四
三
年
四
月
二
五
目
八
四
五
頁
以
下
、
官
報
昭
和
四
三
年
四
月
二
五
目
一
二
四
〇
七
号
二
〇
頁
）
。
そ

の
提
案
理
由
は
、
　
「
納
税
者
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
税
務
行
政
の
適
正
な
執
行
に
資
す
る
た
め
、
中
略
、
独
立
の
国
税
審
判
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
85
）

が
審
判
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
法
案
は
ほ
ぼ
横
山
試
案
を
条
文
化
し
た
も
の
で
あ

る
〇三

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
弁
護
士
職
域
委
員
会
（
岡
義
順
委
員
長
－
当
時
）
は
、
そ
の
日
に
た
だ
ち
に
、
弁
護
士
会
会
長
に
対
し
「
国
税
審
判
法
案

に
関
し
緊
急
御
会
の
態
度
御
決
定
を
願
う
件
」
と
題
す
る
文
書
を
提
出
し
た
。
そ
の
数
日
後
に
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
（
前
田
幸
蔵
会
長
口
当
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
87
）

は
日
税
連
税
制
審
議
会
（
杉
村
章
三
郎
会
長
臣
当
時
）
に
対
し
、
「
納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
に
つ
い
て
」
諮
問
し
て
い
る
。
そ
の
諮
問
に
応
じ
て
、

「
納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
に
関
す
る
答
申
」
（
以
下
、
こ
れ
を
税
審
第
一
次
意
見
書
と
称
す
）
が
同
年
六
月
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
職
域

問
題
を
め
ぐ
り
税
理
士
会
と
弁
護
士
会
と
が
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
く
に
目
弁
連
弁
護
士
職
域
委
員
会
は
、
ま
つ
こ
う
か
ら
第
一
次
国
税
審
判
法
案
に
反
対
し
た
。
よ
り
正
確
に
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
8
6
）

と
、
同
委
員
会
は
、
第
一
次
国
税
審
判
法
案
の
公
表
前
か
ら
、
「
税
務
訴
訟
代
理
権
を
め
ぐ
る
攻
防
」
を
展
開
し
て
お
ヴ
、
そ
の
攻
防
の
頂
点
が

国
税
審
判
法
案
に
関
し
緊
急
御
会
の
態
度
御
決
定
を
願
う
件
」
及
び
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
に
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
同
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
4

の
弁
護
士
会
会
長
に
宛
て
た
「
国
税
審
判
法
案
に
関
し
緊
急
御
会
の
態
度
御
決
定
を
願
う
件
」
は
左
記
の
よ
う
に
危
機
感
を
あ
お
り
た
て
る
。

　
　
「
最
近
突
如
と
し
て
議
員
提
出
議
案
（
議
員
立
法
）
に
ょ
り
国
税
審
判
法
案
を
法
制
化
せ
ん
と
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
」
　
「
こ
の
法
案
施
行
期
日
は
昭
和
四
四

　
　
年
四
月
一
日
と
な
つ
て
お
り
、
緊
急
対
策
を
講
ぜ
ね
ば
今
国
会
に
て
法
案
通
過
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
」

　
　
さ
ら
に
「
上
記
議
案
に
よ
る
と
「
租
税
問
題
に
つ
き
」
1
　
裁
判
所
に
替
え
て
国
税
審
判
庁
を
設
置
し
、
2
　
裁
判
官
に
替
え
て
審
判
を
な
し
、
3
　
裁
判

　
　
官
に
替
え
審
判
官
（
資
格
は
な
い
、
唯
学
識
経
験
者
と
称
す
る
者
、
九
条
の
五
）
を
置
き
、
　
4
　
訴
訟
代
理
人
（
弁
護
士
）
に
替
え
弁
護
士
．
税
理
士
又
は
審
判
庁
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が
承
認
し
た
者
（
二
〇
条
）
と
す
る
。
以
下
略
」

　
　
　
そ
の
う
え
、
岡
委
員
長
の
私
見
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
「
国
税
に
関
す
る
処
分
行
為
を
、
今
迄
普
通
裁
判
所
に
お
い
て
正
不
正
の
判
断
を
仰
い
だ
も
の
を
今

　
　
突
如
国
税
審
判
庁
な
ど
と
い
う
機
関
を
作
り
そ
の
審
判
官
な
る
も
の
の
審
判
に
委
ね
る
も
の
と
す
る
は
正
に
終
戦
後
の
行
政
訴
訟
廃
止
の
制
度
に
逆
行
し
、
延

　
　
い
て
は
司
法
部
門
に
喰
い
込
ま
ん
と
す
る
悪
法
を
制
定
せ
ん
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
〔
第
一
次
国
税
審
判
法
案
〕
四
六
条
で
は
「
こ
の
章
の
規
定
で
な
し

　
　
た
裁
決
そ
の
他
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
あ
る
。
そ
の
審
判
が
行
政
処
分
庁
に
対
し
不
利
の

　
　
審
判
を
な
し
た
場
合
に
は
よ
い
が
、
審
判
請
求
人
の
方
が
不
利
の
審
判
を
う
け
た
場
合
に
は
更
に
控
訴
に
代
わ
る
不
服
申
立
が
出
来
な
い
も
の
な
ら
ば
（
何
等

　
　
法
案
に
そ
の
規
定
が
見
当
ら
ぬ
）
こ
れ
は
何
人
も
裁
判
を
う
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
な
い
と
す
る
憲
法
の
保
障
に
対
し
違
憲
の
法
案
で
あ
る
。
憲
法
三
二
条
）
」

　
右
見
解
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
ぢ
の
点
で
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
国
税
審
判
庁
は
、
司
法
系
統
に
属
す
る
も
の
で
は
な

く
、
従
来
の
協
議
団
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
総
理
府
の
外
局
に
設
置
さ
れ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
税
審
判
法
案
は
不
服
申
立
て
前
置
主
義

を
と
つ
て
お
り
、
訴
訟
の
途
を
塞
い
で
い
な
い
。
同
法
案
四
六
条
の
規
定
は
不
服
申
立
て
の
二
審
級
制
を
明
確
に
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
弁
護
士
職
域
委
員
会
が
従
来
の
協
議
団
制
度
改
善
の
諸
提
案
を
単
純
に
職
域
攻
防
と
い
う
視
野
か
ら
観
察
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
指
摘
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
既
述
の
ご
と
く
、
民
社
党
及
び
社
会
党
あ
る
い
は
日
本
税
法
学
会
の
提
案
若
し
く
は
意
見
の
根
拠
は
、

中
小
企
業
政
策
を
は
じ
め
と
す
る
納
税
者
の
権
利
救
済
に
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
89
》

　
そ
の
後
、
同
年
五
月
二
一
日
に
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
荻
山
虎
雄
会
長
韮
当
時
）
は
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
を
公
表
し
、
、
「
現
在
、
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
9
0
ノ

議
院
大
蔵
委
員
会
に
附
託
さ
れ
て
い
る
国
税
審
判
法
案
に
よ
る
国
税
審
判
庁
の
設
置
に
は
反
対
で
あ
る
。
」
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
弁
連
は
、
税

理
士
へ
の
審
判
官
及
び
審
判
代
理
人
の
資
格
賦
与
問
題
の
み
な
ら
ず
、
従
前
の
不
服
申
立
て
制
度
を
存
置
し
あ
ら
た
に
国
税
審
判
庁
を
創
設
す
る

必
要
性
と
い
う
点
を
も
批
判
の
対
象
に
加
え
て
い
る
。

　
　
「
法
案
に
よ
る
と
、
協
議
団
を
廃
止
す
る
ほ
か
現
行
の
異
議
申
立
、
審
査
請
求
手
続
は
、
そ
の
意
義
を
認
め
て
こ
れ
を
存
置
し
、
審
判
庁
に
対
す
る
審
判
請
求

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
東
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
二
〇
八
九
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
（
二
〇
九
〇
）

　
　
と
を
択
一
的
に
選
択
せ
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
◎
同
一
目
的
の
た
め
の
二
種
の
救
済
制
度
を
存
置
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。
審
級
的

　
　
上
下
関
係
に
な
い
二
種
類
の
審
査
機
構
を
お
く
こ
と
は
、
行
政
簡
素
化
の
要
請
に
背
馳
し
、
機
関
の
重
複
に
よ
る
行
政
上
の
無
駄
を
招
来
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

　
　
ん
、
両
者
の
見
解
の
不
統
一
等
に
よ
り
、
多
く
の
無
用
の
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
」

　
日
弁
連
の
右
批
判
に
対
し
横
山
利
秋
氏
は
、
現
行
の
不
服
審
査
制
度
に
も
長
所
が
あ
る
の
で
、
不
服
審
査
制
度
と
国
税
審
判
制
度
の
い
ず
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

を
納
税
者
が
選
択
で
き
る
と
す
る
こ
と
が
「
最
も
納
税
者
の
要
望
に
合
致
す
る
制
度
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
弁
明
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
日
弁
連
は
、
審
判
官
の
任
用
資
格
及
び
審
判
代
理
人
資
格
に
つ
い
て
も
、
　
「
審
判
官
に
は
、
裁
判
官
の
任
用
資
格
に
準
ず
る
資
格
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

を
充
て
る
の
で
な
け
れ
ば
、
制
度
本
来
の
目
的
を
達
し
得
な
い
こ
と
は
明
白
」
で
あ
り
、
「
代
理
人
資
格
の
問
題
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
94
）

ら
、
少
な
く
と
も
審
判
官
に
準
ず
る
能
力
あ
る
も
の
に
限
定
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
先
の
弁
護
士
職
域
委
員
会
の
意

見
と
の
関
連
に
お
い
て
、
可
及
的
に
税
理
士
を
審
判
官
及
び
審
判
代
理
人
か
ら
排
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

（
9
5
）

う
o

　
審
判
手
続
及
び
裁
決
に
対
す
る
処
分
庁
の
出
訴
権
等
の
理
論
上
の
諸
問
題
を
検
討
し
た
の
ち
、
日
弁
連
は
「
国
税
審
判
法
案
に
よ
る
国
税
審
判

庁
構
想
は
、
極
め
て
未
熟
で
あ
り
、
再
検
討
を
要
す
る
多
く
の
問
題
点
を
含
ん
で
お
り
、
本
法
案
を
対
象
と
し
て
討
議
す
る
こ
と
は
到
底
容
認
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

き
な
い
。
」
と
酷
評
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
最
後
に
、
日
弁
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
は
協
議
団
の
運
用
の
改
善
を
図
る
こ
と
こ
そ
が
急
務
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
は
、
協

議
団
の
改
組
か
運
用
改
善
か
の
分
岐
点
で
あ
り
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
横
山
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
て
い

る
o

　
　
「
協
議
団
の
協
議
決
定
の
内
容
が
主
管
部
の
判
断
す
る
と
こ
ろ
と
一
致
し
な
い
場
合
、
と
か
く
主
管
部
の
意
見
が
勝
ち
を
占
め
る
こ
と
が
あ
つ
て
、
裁
決
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

　
　
正
を
図
る
担
保
的
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
感
が
あ
り
、
権
利
救
済
制
度
と
し
て
は
欠
陥
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

　
　
「
協
議
団
が
執
行
機
関
に
附
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
い
か
に
運
用
の
面
に
お
い
て
第
三
者
的
客
観
的
立
場
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
自
ら
制
約
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が
存
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
協
議
団
に
完
全
な
第
三
者
的
な
性
格
を
要
求
す
る
こ
と
は
到
底
無
理
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
行

　
　
の
不
服
審
査
制
度
の
枠
内
に
お
い
て
、
国
税
に
係
る
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
に
対
す
る
審
査
の
公
正
を
図
る
た
め
の
完
全
な
担
保
を
期
待
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

　
　
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
」

四
　
以
上
を
も
つ
て
、
国
税
審
判
庁
を
構
想
し
た
横
山
氏
と
日
本
弁
護
士
連
合
会
と
の
論
争
は
、
一
応
落
着
し
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
わ
け

は
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
、
協
議
団
制
度
の
改
組
に
賛
成
す
る
各
界
の
意
見
が
以
下
の
よ
う
に
出
揃
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
租
税
研
究
協

会
の
税
制
簡
素
化
委
員
会
は
す
で
に
昭
和
四
二
年
九
月
六
目
、
　
「
現
行
協
議
団
制
度
で
は
、
国
税
庁
長
官
通
達
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
中
略
、
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

議
団
制
度
を
再
検
討
し
、
こ
れ
を
独
立
機
関
と
す
る
こ
と
。
」
を
肯
認
し
、
同
年
九
月
一
八
日
に
全
国
法
人
会
総
連
合
が
現
行
の
不
服
申
立
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
（
躍
）

は
、
納
税
者
の
権
利
救
済
に
不
利
不
便
を
与
え
て
い
る
。
」
と
し
、
さ
ら
に
翌
四
三
年
四
月
に
は
、
田
中
教
授
の
提
言
を
は
じ
め
、
全
国
青
色
申
告

会
総
連
合
・
東
京
青
色
申
告
会
連
合
会
が
「
現
在
の
協
議
団
を
改
組
し
、
納
税
者
代
表
、
学
識
経
験
者
等
を
加
え
税
務
行
政
機
関
か
ら
独
立
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
轡

裁
決
機
関
と
し
て
の
租
税
審
判
所
を
創
設
す
る
こ
と
。
」
を
要
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
日
税
連
、
民
社
党
、
社
会
党
の
見
解
に
つ
い
て

は
既
に
詳
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
・

　
（
7
6
）
　
昭
和
五
六
年
三
月
二
日
、
横
山
利
秋
氏
と
の
イ
γ
タ
ピ
ュ
ー
に
よ
る
。

　
（
7
7
）
　
も
つ
と
も
、
横
山
利
秋
氏
は
、
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
七
日
、
全
国
納
税
者
政
治
連
盟
の
結
成
に
際
し
、
来
賓
と
し
て
祝
詞
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
税
理
士
制
度
浴
革
史
編
さ

　
　
　
ん
委
員
会
『
税
理
士
制
度
沿
革
史
』
八
六
〇
頁
）
。

　
（
7
8
）
　
第
五
七
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
四
・
ゲ
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
二
日
一
西
頁
（
横
山
発
言
）
。

　
（
7
9
）
　
税
制
調
査
会
『
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
二
次
答
申
』
　
（
昭
和
四
二
年
一
二
月
）
』
五
頁
は
、
「
納
税
者
の
不
服
申
立
て
な
い
し
権
利
保
護
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
慎
重

　
　
　
に
審
議
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
別
途
答
申
す
る
予
定
で
あ
る
」
と
記
す
。

　
（
8
0
）
　
日
本
社
会
党
政
策
審
議
会
大
蔵
部
会
「
国
税
審
判
法
案
要
綱
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
三
〇
頁
～
＝
二
頁
は
、
「
租
税
審
判
法
案
要
綱
試
案
」
の
空

　
　
　
白
欄
（
た
と
え
ば
定
員
数
を
）
穴
埋
め
し
、
か
つ
内
容
上
前
者
は
後
者
を
ほ
ぼ
要
約
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
に
鑑
み
、
前
者
の
作
成
年
月
日
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
昭
和
四
三

　
　
　
年
二
月
二
一
百
以
降
間
も
な
く
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
、
前
者
は
後
者
を
審
議
検
討
し
た
結
果
で
ぎ
あ
が
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
「
国
税
審
判
法
案
」
は
「
租
税
審
利
法
案
要
綱
試
案
」
、
こ
れ
に
つ
づ
く
「
国
税
審
判
法
案
要
綱
」
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
　
（
参
照
、
杉
武
夫
「
国
税
不
服
審

　
　
　
判
所
」
設
置
の
た
く
ら
み
と
税
務
行
政
の
反
動
化
（
下
）
」
前
衛
二
九
一
号
（
昭
和
四
五
年
五
月
）
一
四
九
頁
）
。

　
　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
二
〇
九
一
）
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（
81
）

（
82
）

（
83
）

（
雛
）

（
8
5
）

（
86
）

（
87
）

（
8
8
）

（
8
9
）

（
91
）

（
92
）

（
9
3
）

（
9
4
）

（
9
5
）

（
％
）

国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）

七
四
　
　
（
二
〇
九
二
）

　
横
山
利
秋
・
武
藤
山
治
・
佐
藤
祐
次
・
宮
本
佐
文
・
西
尾
祐
男
ほ
か
衆
議
院
法
制
局
官
僚
五
名
『
租
税
審
判
法
案
要
綱
試
案
お
よ
び
同
試
案
に
関
す
る
問
題
点
』
　
（
昭
和
四
三

年
二
月
＝
一
百
）
再
録
”
税
法
学
二
〇
八
号
（
昭
和
四
三
年
四
月
）
三
四
頁
～
三
九
頁
。

　
横
山
利
秋
「
国
税
審
判
庁
法
案
に
つ
い
て
」
税
経
通
信
二
三
巻
九
号
（
昭
和
四
三
年
八
月
）
二
〇
頁
。

　
横
山
利
秋
「
国
税
蕃
判
法
案
に
お
け
る
処
分
庁
の
出
訴
権
に
つ
い
て
」
所
収
”
『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
（
権
利
救
済
制
度
関
係
）
』
（
昭
和
四
三
年
二
月
）
二
九
二
頁
。

反
論
と
し
て
、
た
と
え
ぱ
、
隅
安
彦
ほ
か
五
名
（
座
談
会
）
「
納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
の
あ
り
か
た
」
税
経
通
信
二
四
巻
一
号
（
昭
和
四
四
年
一
月
）
　
一
二
四
頁
、
日
本
弁
護

士
連
合
会
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
（
昭
和
四
三
年
五
月
一
二
日
）
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
六
頁
。

　
国
税
審
判
法
案
（
横
山
利
秋
外
一
二
名
提
出
、
衆
法
第
三
〇
号
）
は
、
昭
和
四
三
年
四
月
二
七
日
に
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
に
附
託
さ
れ
、
五
月
七
日
に
そ
の
提
案
理
由
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
（
第
五
八
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
第
二
九
号
昭
和
四
三
年
五
月
七
日
一
頁
～
七
頁
）
。
　
こ
の
法
案
は
、
同
年
五
月
二
日
国
会
終
了
と
と
も
に
廃
案

と
し
て
処
理
さ
れ
た
。

　
こ
の
法
案
を
第
一
次
国
税
審
判
法
案
と
称
し
、
第
六
一
回
国
会
に
再
提
出
さ
れ
る
国
税
審
判
法
案
を
第
二
次
国
税
審
判
法
案
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
（
参
照
、
横
山
利
秋
「
国

税
審
判
庁
法
案
に
つ
い
て
」
税
経
通
信
…
二
巻
九
号
（
昭
和
四
三
年
八
月
）
一
八
頁
～
二
五
頁
）
。

　
第
五
八
回
国
会
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
議
録
第
二
九
号
昭
和
四
三
年
五
月
七
日
九
頁
。

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
弁
護
士
職
域
委
員
会
「
税
務
訴
訟
代
理
権
を
め
ぐ
る
攻
防
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
昭
和
四
四
年
一
月
五
七
頁
～
六
〇
頁
。
こ

の
「
攻
防
」
は
作
成
年
月
日
不
詳
で
あ
る
が
、
昭
和
四
三
年
初
頭
よ
り
四
月
二
三
日
ま
で
の
あ
い
だ
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
日
本
税
理
士
会
連
合
会
（
前
田
幸
蔵
会
長
”
当
時
）
「
納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
に
っ
い
て
（
諮
間
）
』
　
（
昭
和
四
三
年
二
月
二
六
日
）
」
所
収
随
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関

係
資
料
集
』
一
二
一
頁
。

　
日
本
弁
護
士
連
合
会
弁
護
士
職
域
委
員
会
（
岡
義
順
委
員
長
・
当
時
）
「
国
税
審
判
法
案
に
関
し
緊
急
御
会
の
態
度
御
決
定
を
願
う
件
」
（
昭
和
四
三
年
四
月
…
二
日
）
所
収
”

日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
六
一
頁
～
六
二
頁
、
参
照
、
斉
藤
明
「
租
税
行
政
審
判
制
度
改
正
の
基
本
構
想
」
税
法
学
一
二
三
号
三
三
頁
脚
注
③
。

　
（
9
0
）
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
二
一
日
）
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
四
頁
。

　
日
弁
連
「
前
掲
」
所
収
“
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
六
頁
。

　
横
山
利
秋
「
日
弁
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
に
つ
い
て
の
見
解
」
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
）
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
八
五
頁
、
横
山
利
秋

「
国
税
審
判
法
案
に
つ
い
て
の
論
点
お
よ
び
各
論
点
に
対
す
る
処
理
意
見
」
　
（
昭
和
四
三
年
八
月
二
一
目
）
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
九
五
頁
。

　
日
弁
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
五
頁
。

　
日
弁
連
「
前
掲
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
六
頁
。

　
同
旨
、
横
山
「
日
税
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
に
つ
い
て
の
見
解
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
八
三
頁
、
隅
安
彦
ほ
か
五
名
（
座
談
会
）

「
納
税
者
の
権
利
救
済
制
度
の
あ
り
か
た
」
税
経
通
信
二
四
巻
『
号
（
昭
和
四
四
年
一
月
）
　
叫
一
五
頁
（
横
山
発
言
）
。

　
日
弁
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
し
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
六
頁
。
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（
97
）

（
9
8
）

（
9
9
）

（
…
）

（
期
）

（
皿
）

　
次
的
救
済
制
度
と
し
て
、

　
手
続
を
整
備
す
る
。
」
と
記
述
す
る
。

（
鵬
）
　
全
国
青
色
申
告
会
総
連
合
・
東
京
青
色
申
告
会
連
合
会
「
権
利
救
済
制
度
に
関
す
る
要
望
、

　
係
）
二
〇
〇
頁
。

日
弁
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
五
七
頁
。

横
山
「
日
弁
連
「
国
税
審
判
法
案
に
対
す
る
意
見
」
に
つ
い
て
の
見
解
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
七
六
頁
。

横
山
「
前
掲
」
所
収
”
日
税
連
『
国
税
審
判
制
度
関
係
資
料
集
』
八
七
頁
。

参
照
、
　
『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
（
権
利
救
済
制
度
関
係
）
』
（
昭
和
四
三
年
コ
月
）
二
〇
三
頁
。

参
照
、
　
『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
（
権
利
救
済
制
度
関
係
）
』
二
〇
三
頁
。

田
中
二
郎
「
租
税
救
済
制
度
論
1
そ
の
改
革
を
め
ぐ
つ
て
ー
」
税
務
大
学
校
論
叢
一
号
（
昭
和
四
三
年
四
月
）
一
七
頁
は
、
「
現
行
の
審
査
請
求
の
制
度
に
代
え
、
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
課
税
庁
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
第
三
者
機
関
を
設
け
（
そ
の
名
称
は
、
そ
の
実
態
に
即
し
、
租
税
審
判
庁
と
す
る
。
）
、
公
正
な
審
査
を
保
障
す
る
た
め
の

昭
和
四
三
年
四
月
」
所
収
”
『
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
（
権
利
救
済
制
度
関
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
二
）

七
五
　
　
（
二
〇
九
三
）


